
平成 20 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 423,487 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

317,679 

540,512 

○　経費を一部精査した上で、所要額を計上する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

スポーツ基本法、都スポーツ推進計画

○　2016年東京オリンピック・パラリンピック大会の
　招致を目指し、スポーツムーブメントを醸成するた
　め、様々な世代を対象とした都民参加型の大規模な
　スポーツイベントを実施してきた。

○　平成25年３月に策定した「都スポーツ推進計画」
　において、32年度（2020年）に世界トップレベルの
  スポーツ実施率70％達成を目標として設定した。そ
　の達成に向け「する」スポーツを推進する観点か
　ら、スポーツへの興味・関心を喚起することを目的
　として、都民が気軽に参加、体験できるスポーツイ
　ベントを開催している。

１

○　スポーツイベントについては、2020年のオリンピッ
　ク・パラリンピック開催都市決定に伴い、その位置付
　けを見直す必要が生じている。

○　今後、スポーツ推進計画に掲げたスポーツ実施率
　70％という目標達成に向けて、実施率向上への寄与度
　や効果をより重視する必要がある。
　　そうした観点から、目的や内容に重複が見られるス
　ポーツイベントについては、抜本的な見直しを行う必
　要が生じている。

４

３

２

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

9
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

スポーツイベント等の開催
（オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部／一般会計）

移管・終了

○　既存の不特定多数の都民を対象としたスポーツイベ
　ントについては、実施率向上に対する寄与度、効果の
　観点から、改廃も含めた見直しを実施し、事業の統合
　・廃止、経費の縮減等を実施した。

＜見直し内容＞
○　「ＴＯＫＹＯウォーク」に「多摩川ウォーキングフ
　ェスタ」を統合

○　「東京スポーツタウン」を廃止し、これまで区部で
　の実施だった「スポーツ博覧会・東京」を多摩地域に
　おいても新たに実施

○　スポーツ推進計画に基づき、都民が気軽に参加、
　体験できるスポーツイベントを年間を通じて開催
　し、多くの都民の参加を得ている。
　
＜スポーツに触れる機会の創出＞
　

＜スポーツを楽しむ機会の創出＞

その他

463,487 

千円

千円

千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 － 

○　これまでの実績を踏まえ、スポーツイベントをより
　効果的に実施できるよう内容や事業費の見直しを実施
　することが必要である。

○　イベントの統廃合によりコスト縮減も図られている
　ことから、今回の見直しは妥当である。

６

（各イベントの来場実績）

平成25年度 平成24年度

スポーツ博覧会・東京 124,500人 96,000人

東京スポーツタウン 28,000人 25,000人

ニュースポーツEXPOin多摩 30,000人 15,000人

有明の森スポーツフェスタ 16,977人 11,799人

平成25年度 平成24年度

ＴＯＫＹＯウォーク 18,195人 18,421人

多摩川ウォーキングフェスタ 台風のため中止 8,325人

味スタ６時間耐久リレー 9,251人 9,615人



平成 23 年度

平成 32 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 － 

○　地域密着型集会や都庁集会による意識啓発等の取組
　により、不燃化特区の指定は目標に対し一定の成果を
　挙げている。

○　木造密集地域の不燃化に向けて、不燃化特区内の住
　民が各特区事業を活用し行動を起こしやすいように、
　具体的な取組内容やその効果などについて情報提供を
　行う必要がある。

６

移管・終了

○　平成27年度からは、従来の都庁集会に替えて、不燃
　化特区の先進事例や取組効果の紹介、自助・共助に資
　する取組等をテーマとしたシンポジウムを開催し、具
　体的な取組方法に関する情報を提供するとともに、活
　発な意見交換を行い、住民の不燃化に対する取組意識
　を向上させ、不燃化特区事業の一層の推進を図る。

○　また、地域密着型集会及び個別相談会については、
　不燃化特区事業の地区指定に一定の目処がついたこと
　から、今後は事業主体である各区において開催するこ
　ととし、引き続き危機意識の啓発、取組の支援を図っ
　ていく。都は、不燃化特区制度により、これらを支援
　していく。

○　都庁において講演会等を開催する「都庁集会」を
　平成23年度から年１回実施し、25年度末までに３回
　開催した。都庁集会では、防災の専門家や被災体験
　者による講演、都からの報告等を行い、参加者から
　は「自分のまちに帰って伝えたい」との声や「木密
　地域解消に関する事例や、具体的な解決策等を知り
　たい」という要望が出るなど、意識啓発として一定
　の役割を果たした。

○　24年１月以降は、特に危険な木密地域を抱える区
　において、地元区と連携し、木密地域に出向いて阪
　神淡路大震災の被災体験者等による講演等を行う
　「地域密着型集会」を実施し、26年11月末までに28
　回開催した。さらに、24年度からは、住民個々の相
　談を受け付ける住まいの相談会（個別相談会）を実
　施し、26年11月末までに22回開催した。

○　これらの取組の効果もあり、不燃化特区を円滑に
　立ち上げ、地区指定に一定の目処が立つに至った。

その他

4,184 

千円

千円

千円

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

10
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

防災まちづくりの気運醸成
（都市整備局市街地整備部／一般会計）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

「木密地域不燃化10年プロジェクト」実施方
針

○　災害時の危険性が高い木造住宅密集地域の改善を
　一段と加速させるため、都は、平成23年度に「木密
　地域不燃化10年プロジェクト」を立ち上げるととも
　に、特に改善を必要とする地区を「不燃化特区」と
　して指定し、従来よりも踏み込んだ取組を行うこと
　とした。

○　そのうえで、木密地域の住民に対し、震災の怖さ
　や自助・共助の重要性を伝え、危機意識の共有化を
　促し、地域が一体となって防災まちづくりに取り組
　む機運を高めていくための取組として、講演会や個
　別相談会等を開催することとし、当面の目的として
　は、不燃化特区の円滑な立ち上げに資することを目
　指した。

１

○　木密地域の不燃化を進めるには、住民が災害時の危
　険性を知るだけでなく、実際に地域で起こっている問
　題を解決し、老朽建築物の建替えや除却等を進める必
　要がある。

○　住民が地域の問題解決のために行動を起こすために
　は、具体的な取組方法などの知識が必要であるが、な
　かなか情報を得る機会がないとの意見がある。また、
　各区からも、住民の防災意識の啓発の継続に加えて、
　住民主体の木密改善に向けた取組など他区の事例を知
　りたいとの要望が出されている。

○　これらを踏まえ、不燃化特区の各地区における先進
　事例や、取組による効果の比較等を、地域住民を含め
　て知ることができる機会を設ける必要性が高くなって
　いる。

４

３

２

4,184 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

14,093 

14,767 

○　シンポジウムを開催し先進事例や具体的な取組方法
  等の情報を提供することで、住民の取組意識が向上
　し、不燃化特区事業の推進が期待できることから、見
　積額のとおり計上する。

歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 



平成 23 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 20,659 

○　交付棟数を着実に増加させ、耐震性を有する都内全
　ての建築物に交付できるよう、交付手続きの簡略化等
　の検討が必要がある。
　

６

移管・終了

○　区市町村及び指定確認検査機関に協力を依頼し、建
　物の新築・建替えについて、建築確認申請時や完了検
　査時に、耐震マークを交付できる取組を進めていく。

○　また、耐震マークの認知度を高めるため、都民や業
　界団体に対して、制度の普及啓発に努めるとともに、
　マークの交付手続きについて、柔軟な運用を検討して
　いく。

○　以上の取組を踏まえ、区市町村や関係団体等と連携
　しながら、耐震性を有する都内全ての建築物への交付
　を目指していく。

○　平成23年度から、都内の公共建築物を対象に耐震
　マークの交付を開始した。

○　24年４月に、特定緊急輸送道路沿道建築物のう
　ち、耐震性を有する建築物へ交付対象を拡大し、ホ
　ームページ等により制度の周知を図りながら、耐震
　マークの交付を推進してきた。

○　25年11月からは、交付対象を耐震性を有する都内
　全ての建築物に拡大し、25年度末までに24,000件を
　超える交付を行った。

その他

41,318 

千円

千円

千円

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

11
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

耐震マーク表示制度
（都市整備局市街地建築部／一般会計）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

建築物の耐震改修の促進に関する法律

○　平成17年度の耐震改修促進法の改正を受け、都は
　「耐震改修促進計画」を19年３月に策定し、住宅・
　建築物の耐震化の目標や施策の方向について定め
　た。

○　都は、耐震化の機運を高め、都民が安心して建築
　物を利用できることを目指して、23年度に耐震性が
　あることを一目で確認できる耐震マーク表示制度を
　創設した。

１

○　耐震マークの交付対象拡大によって、交付実績をさ
　らに加速させていくため、効果的かつ効率的に交付す
　ることができる仕組みを検討していく必要がある。

○　また、耐震マークの認知度をより一層高めていくほ
　か、建物所有者がマークの交付申請をしやすい環境に
　改善していく必要がある。

４

３

２

41,318 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

31,013 

687,159 

○　申請手続きの簡略化による交付手続きの改善や実績
　を踏まえた規模の見直しを行っているため、見積額の
　とおり計上する。

歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

15,506 

343,579 

拡大・充実

20,659 



平成 27 年度

平成 30 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 － 

○　適正管理化学物質の届出を義務付け、事業者の削減
　努力を促すことで、事業所の化学物質排出量削減に効
　果があったと認められる。

○　平成13年度以降、制度の見直しを行っていないこと
　から、現状の排出実態を踏まえた検討が必要である。

６

移管・終了

〇　環境への影響が大きい化学物質について、届出対象
　物質の追加等制度の見直しを行うため、環境への影響
　が大きいと考えられる化学物質を選択し、これらにつ
　いて、事業所周辺地域における大気環境調査を実施
　し、環境濃度を把握する。
　
〇　調査結果や国等の研究結果、検討会での検討等を踏
　まえ、化学物質の健康リスクを評価し、制度見直しの
　検討を図る。

〇　これらの取組を通して、大気環境対策のさらなる改
　善を推進していきたい。
　

〇　適正管理化学物質（59物質）を年間100ｋｇ以上
　使用する事業所に対して、毎年、適正管理化学物質
　の使用量、排出量及び移動量の届出を義務付けてい
　る。
　
〇　届出の対象となる事業所は平成24年度で2,496事
　業所である。
　
〇　届出制度を踏まえた事業者の削減努力もあり、都
  内における平成24年度の適正管理化学物質排出量
　は、14年度と比べ約60％削減された。
　
〇　また、排出量が最も多いトルエンについては、制
　度開始当初と比べ77％削減、印刷業からの排出量に
　ついては、82％の削減が進むなど、物質別、業種別
　に見ても適正管理化学物質の削減が図られている。

その他

10,353 

千円

千円

千円

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

13
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

化学物質適正管理制度の新たな展開
（環境局環境改善部／一般会計）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

環境確保条例第108条～第112条

〇　化学物質は、多種多様に存在し、中には有害性を
　持つものも多数存在していることから、化管法によ
　り、対象化学物質を年間１トン以上使用する大規模
　事業所を届出対象としている。

〇　一方、都内には法対象とならない小規模な事業所
　が多数立地していることから、これら事業所の化学
　物質排出量削減等を進める必要があった。

〇　このため、東京都では化学物質適正管理制度を平
　成13年に条例化している。

１

〇　化管法の届出対象物質が平成20年に354物質から462
　物質に大幅に見直された一方、条例の適正管理化学物
　質（59物質）は13年の施行以来、見直しは小規模なも
  のとなっている。
　
〇　また、国の推計から多種多様な化学物質が都内事業
　所から多量に大気中に排出されていることが明らかと
　なっている。

〇　これらの推計や地域性等にかんがみると、特定の化
　学物質の濃度が局所的に高くなることが懸念されるた
　め、現状を把握し、必要に応じて制度の見直しが必要
　である。

４

３

２

10,353 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

○　見積額のとおり計上する。

歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 



平成 24 年度

平成 26 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円－ 

歳入 27年度予算額 － 

27年度見積額 － 27年度見積額 － 千円 歳出 27年度予算額

歳
出

25年度決算額 4,915 千円

26年度予算額 － 26年度予算額 306 千円

○　平成24、25年度の２か年のモデル事業実施により、
　実際に個別支援を行った者のうち約45.5％の者が単身
　生活へ移行しており、一定の成果を上げている。

○　今後は、本事業の成果を踏まえて、障害者施策推進
　区市町村包括補助事業による「障害者単身生活サポー
　ト事業」の補助を拡充することにより、区市町村によ
　る障害者の単身生活移行支援の取組を促進していくこ
　ととし、本モデル事業は26年度で終了する。

歳
入

25年度決算額 － 

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

○　計画どおりの実施によって一定の成果が得られたこ
　とから、局案どおり本事業は終了とし、今後は本事業
　の成果を活用し、区市町村の取組を促進することとす
　る。

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　グループホーム運営事業者に事業を委託し、単身
　生活移行を目指す知的障害者に対して、概ね退居予
　定日前後の６か月（計12か月）の期間に支援を実施
　した。

○　グループホームの退居前には、単身生活に向けた
　意識の醸成、金銭管理や調理、身の回りの清潔保持
　等の支援や関係先との連絡調整等の支援（就職・住
　居準備等）を実施し、退居後は、生活相談や住居等
　訪問等のフォローを行った。

○　その結果、モデル実施期間である平成24、25年度
　の２か年で、33人の単身生活移行希望者に対して支
　援を行い、そのうち15人（約45.5％）が単身生活へ
  移行した。

○　26年度は、モデル事業の実績を踏まえて、評価検
　討委員会を立ち上げ、単身生活移行に向けた課題を
　抽出し、対応策を検討している。

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　東京都障害者計画・東京都障害福祉計画では、
　「障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現」を
　基本理念としている。
○　入所施設から地域生活の移行においては、グルー
　プホーム等への移行を中心としているが、グループ
　ホーム入居者の中には、共同生活の場を離れ、単身
　生活を望む者もいる。
○　これまで、精神障害者については「通過型グルー
　プホーム」の指定をすることで一般住宅への移行を
　促進してきたが、知的障害者については、こうした
　取組が無い状況である。
○　障害者本人が、自ら希望する地域で、希望する暮
　らし方を選べるように、単身生活への移行を可能と
　するための支援を行う。

○　これまで、「単身生活」が暮らし方の選択肢の一つ
　としてグループホーム入居者に認識されてきたとは言
　い難く、意欲が醸成されていない。

○　単身生活移行にあたっては、障害者に理解のある大
　家を探すこと等が難しく、支援が欠かせない。

○　単身生活を行うためには、一定の日常生活能力や必
　要な時に自ら支援を求める力が重要である。

○　障害者の就労支援にあたっては、支援者と就労先と
　の連絡・調整の積み重ねによる信頼関係の構築が重要
　である。

○　金銭管理には、休日・夜間を問わず対応できる信頼
　が厚い支援者が必要である。

○　障害者の単身生活移行に向けては、グループホーム
　の退去に向けた相談支援や、退去後の生活相談を実施
　することは有効である。

○　本事業の結果、単身生活への移行は着実に進んでお
　り、一定の成果が得られた。

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

23
障害者グループホーム等利用者単身生活移行モデル事業 事 業 開 始

（福祉保健局障害者施策推進部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 － 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

歳入 27年度予算額 － 

歳出 27年度予算額

移管・終了

27年度見積額 － 27年度見積額 41,028 千円

歳
出

25年度決算額 25,792 千円

26年度予算額 － 26年度予算額 41,361 千円

41,028 

－ 

○　各看護師確保対策のうち、効率的なＰＲ活動等を、
　より重点的に実施していく。
　・募集広告の掲載に際しては、看護学生に情報発信効
　　果の高いサイトや記事に広告を掲載する。
　・合同就職説明会については、参加スペースを見直す
　　とともに、東京及び地方選考を実施する地域を中心
　　に、参加会場を増やす。
　・地方での選考回数を増やし、看護学生がより受験し
　　やすい環境を整える。

○　都立病院全体の効果的なＰＲを目指し、病院経営本
  部が各都立病院が参加する合同就職説明会の参加日程
　を調整し、募集広告もまとめて掲載する。

６

拡大・充実 見直し・再構築

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　これまでも、新卒者の採用や年度途中の中途採用
　の実施により、欠員を補充して、看護師の確保を図
　ってきたが、平成18年度診療報酬改定での「７対１
　看護配置」の導入に伴い、手厚い看護体制が必要と
　なった。また、病院間の看護師確保競争も激化して
　いるため、都立病院においても採用活動を強化し、
　看護師の確保に取り組んでいる。
　
○　病院事業は、職員の質を高めることが医療の質を
　高めることに直結することから、優秀な看護師を確
　保するため、採用活動の強化に取り組んでいく。

○　医療提供体制の充実や施設基準の維持など、医療安
　全面及び経営面から安定的に優秀な人材を確保してい
　く必要があり、都立病院での看護師確保は切実な問題
　となっている。看護学生に対して効果的なＰＲ活動を
　検討していく必要がある。

○　各看護師確保対策につき、都立病院全体をＰＲする
　病院経営本部での取組と各都立病院での個別のＰＲ活
　動について、両者の取組について調整し、より効果的
　な取組となるよう検討する必要がある。

○　都立病院として、質の高い医療を都民に提供してい
　くためには、優秀な人材を安定的に確保していくこと
　が重要である。

○　ＰＲ活動については、これまでの取組実績を勘案す
　るとともに、看護学生等のニーズを踏まえたうえで、
　より効果的な手法となるよう、毎年見直しを図ってい
　く必要がある。

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他【取組】
○　看護師確保対策の実施
　・看護専門誌及び専門サイトへの募集広告の掲載
　・民間主催の合同就職説明会への参加
　・都主催の就職説明会の実施
　・ＰＲ用パンフレット、グッズの作成
　・地方選考の実施

【成果】
○　これらの取組により、平成26年度採用選考の新卒
　者は、前年度並みの申込み者数を確保することがで
　きた。

その他

○　経費の圧縮を図った上で、効果的な取組に重点配分
　した見積りとなっているため、局案のとおり予算計上
　する。

歳
入

25年度決算額

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

26
看護師採用対策の推進 事 業 開 始

（病院経営本部経営企画部／病院会計） 事 業 終 了 予 定



平成 14 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

31
ウェルカムボードの設置等 事 業 開 始

（産業労働局観光部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　東京を訪れる旅行者に対し、ウェルカムボードの
　設置及びウェルカムカード等の作成・配布を通じて
　歓迎するメッセージを伝え、温かく迎える仕組みづ
　くりを行い、広く世界から旅行者の集客を図る。

○　ウェルカムボード
　　年間を通じて同じデザイン及びメッセージでの掲出
　であるため、情報伝達力及び訴求力に限りがある。

○　ウェルカムカード
　　エリアマップについては、民間での類似マップの発
　行拡大を踏まえ、見直しを検討する時期にきている。
　　また、2020年オリンピック・パラリンピック競技大
　会開催に向け一層の増加が見込まれる国内外からの旅
　行者に対して、利便性の向上を図りつつ、より効率的
  な情報提供ををいかに図るかが課題となっている。

○　ウェルカムボード
　　これまで以上に、視認性及び情報伝達力を高めてい
　くことで、更なる外国人旅行者誘致につなげていく必
　要がある。

○　ウェルカムカード
　　実績等を踏まえ、発行媒体や部数を見直すととも
　に、更なる利便性の向上を図ることは、効率的かつ効
　果的に情報を伝達し、外国人旅行者の満足度を向上さ
　せていく上で有効な取組である。

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　ウェルカムボード
　　東京に到着した旅行者に歓迎のメッセージを伝え
　ることにより、東京のよい印象を与え快適な滞在へ
　と繋げることで、東京への再訪及び口コミによる旅
　行者誘致を促進してきた。

○　ウェルカムカード（ハンディマップ、ハンディガ
    イド、エリアマップ）
　　東京観光情報センターや観光案内窓口等での配布
　を通じ、広く歓迎のメッセージとともに東京の最新
　情報等を提供することで、旅行者の利便性向上を図
　ってきた。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

○　見積額のとおり計上する。

26年度予算額 － 26年度予算額 242,845 千円

○　ウェルカムボード
　　これまでの掲出手法を見直し、デジタル媒体を活用
　することで、掲出時期に応じて、東京の四季の変化や
　最新の観光スポット等を活用した情報伝達及び東京の
　魅力ＰＲ等が可能となり、ウェルカムボードの訴求力
　強化へとつなげていく。（27年度設置予定：１か所）
○　ウェルカムカード
　　実績及び今後の需要を踏まえ発行部数を見直すとと
　もに、エリアマップについては廃止する。
　　また、ハンディガイドについて、これまでの紙媒体
　に加え、スマートフォン等で利用できるアプリ開発を
　行うことで、旅行者の利便性向上と紙媒体の配布部数
　抑制を図っていく。

歳
入

25年度決算額 － 

歳出 27年度予算額

歳
出

25年度決算額 179,270 千円

150,405 

歳入 27年度予算額 － 

27年度見積額 － 27年度見積額 150,405 千円

<実績等>

23実績 24実績 25実績 26予算

6 6 6 10

264 397 397 400

ハンディマップ 102 151 151 150

ハンディガイド 106 166 166 150

エリアマップ 56 80 80 100

区分

ウェルカムボード

ウェルカムカード

内
訳



平成 23 年度

平成 29 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

62,319 

85,658 

拡大・充実

854 71,117 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

62,319 

85,658 

○　取組が不足している部分への集中的な支援ができる
　よう、事業を再構築しているとともに、業務量の精査
　が行われていることから、見積額のとおり予算計上す
　る。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

看護職員確保に向けた取組支援事業実施要綱

○　平成21年12月実施の「東京都看護職員就業等実態
　調査」等の推計では27年度時点で1,341人の看護職
  員が不足する状況が判明。とりわけ、200床未満の
　中小病院においては離職率20.7％と２割を超える状
　況となっていた。
○　また、中小病院は人員体制が手薄であり、知識・
　情報量が比較的少ないため勤務環境改善等に向けた
　取組が病院の力のみでは困難なところが多くある。
○　このため、平成23年度に就業協力員が200床未満
　の中小病院を巡回訪問し勤務環境改善や研修体制構
　築に向けた取組に対して助言・指導を行う「看護職
　員確保に向けた取組支援事業」を実施し、中小病院
　の看護職員確保・定着の促進を図ることとした。

１

○　同じ病院に複数年度訪問が可能な仕組みであったた
　め、利用する病院が偏る傾向が見受けられた。

○　就業協力員の業務は研修体制構築、勤務環境改善な
　ど相談・支援内容が多岐に渡るため、それらに対応す
　る人材の確保が困難であり、毎年度欠員が生じてい
　た。

○　医療機関からの応募に基づき支援を実施するため、
　未支援の中小病院がある。

４

３

２

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

53
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

看護職員定着促進のための巡回訪問事業
（福祉保健局医療政策部／一般会計）

移管・終了

○　平成27年度より中小病院における看護職員定着促進
　の取組を集中的に支援するため、事業内容を再構築す
　る。

○　再構築内容としては、平成29年度までの３ヵ年で未
　支援病院等を対象にした集中的な支援を実施する。

○　また、これまで本事業に応募のなかった病院に対し
　て、病院訪問等を行い積極的に活用するよう働きかけ
　を行っていく。

○　さらに、就業協力員の人数は業務量の整理を行うこ
　とで24名から18名に変更し、経費の縮減を図る。

【取組】
○　平成23年度より巡回訪問を希望する病院を中心に
　就業協力員が月１回程度の訪問を行い、施設側のニ
　ーズに応じて、「勤務環境改善」、「定着促進に向
　けた研修」、「再就業」という看護師のライフステ
　ージ全般にわたり他病院取組例紹介やアドバイス・
　相談を実施している。
○　支援実施後には活動を評価・分析した報告書を作
　成し、新たな課題等への支援を実施するとともに事
　例を他病院へフィードバックしている。

【成果】（平成26年３月末時点）
○　巡回訪問実施病院数及び訪問回数

　※　平成24年度は事業周知を兼ねて希望病院以外も
　　　訪問実施

その他

71,117 

千円

千円

千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 854 

○　「看護職員確保に向けた取組支援事業」により、勤
　務環境改善等にかかる指導・助言を実施することで、
　各病院における問題解決に寄与してきた。

○　今後は、未支援となっている中小病院等に対して、
　これまでの事業実施で培ったノウハウを活用した集中
　的な支援を行うことで、中小病院全体における看護職
　員の確保・定着の促進を図ることが可能となる。

６

平成23年度 平成24年度 平成25年度

施設数 142病院 47病院 36病院
訪問回数 299回 347回 393回



平成 19 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

56
がん予防・検診受診率向上事業 事 業 開 始

（福祉保健局保健政策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　がんは昭和52年から都民の死因の第１位となり、
　平成23年にはがんによる死亡者数は３万人を超え
  る｡

○　都は、平成20年３月、がんの予防から治療及び療
　養生活の質の向上に至るまでの総合的な計画である
　「東京都がん対策推進計画」（以下「推進計画」と
　いう。）を策定（25年３月改定）し、がんの早期発
　見・早期治療を推進するため、都民のがん検診受診
　率の向上を目指すこととしている（胃がん・肺がん
　・大腸がん・子宮頸がん・乳がんともに50％）｡

○　東京都におけるがん検診の受診率は、長期的に見て
　上昇の傾向にあるものの、目標受診率の50％に対し、
　30％台にとどまっている。

○　都民の検診受診機会の４割前後を企業が占めるが、
　区市町村が実施する検診と異なり、法的な位置付けが
　なく、依然として、経営者や健康管理担当者、従業員
　ともに、がん検診の取組の必要性への理解が薄い。

○　がんによる死亡率減少のためには、がん検診の受診
　率向上が不可欠であるが、都における受診率は、目標
　受診率である50％に対して低い水準となっており、受
　診率の向上に向けた取組が必要である。

○　検診受診機会の主要部分を占める企業に対して、都
　と先導的な取組を実施している企業とが連携すること
　で、他の企業におけるがん検診体制の環境整備への支
　援を行うことが可能となる。

○　また、普及啓発に関しては、効果的な取組となるよ
　う、毎年度効果を検証し、見直しを図る必要がある。

がん対策基本法・がん対策推進基本計画
東京都がん対策推進計画（第一次改定）

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他【取組】
○　区市町村が実施している５つのがん検診の受診率
　向上を目指し、マスメディアや民間団体と協働し
　て、がん予防やがん検診に関する知識の普及（ピン
　クリボンｉｎ東京（乳がん）、Ｔｏｋｙｏ健康ウオ
　ーク（大腸がん）、フリーペーパーによる普及啓発
　（子宮頸がん）など）を図った。
○　また、職場のがん検診受診率の向上を目指し、経
　営者や健康管理担当者に対し、がん検診の推進に取
　り組む必要性や検診実施体制の整備に向けたリーフ
　レット、ハンドブック等を作成し、配布した。
【成果】
○ がん検診受診率（推進計画改定時、％）

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

○　一部経費を精査した上で、所要額を計上する。

26年度予算額 25,774 26年度予算額 51,549 千円

○　引き続き、がん検診の受診率向上につなげるため、
　都民に対し、年齢やがん検診への関心度に応じ様々な
　手法を活用して、がん予防やがん検診に関する知識の
　普及を図る。

○　企業に対しては、これまでの取組により把握された
　検診実施に際しての課題に対する対応策等を効果的に
　推進するため、がん対策に積極的に取り組む企業等と
　協働し、他の企業のモデルとなる取組を実施するとと
　もに効果の検証を行い、その成果を普及させることで､
　企業におけるがん検診実施体制を整備する。

歳
入

25年度決算額 25,851 

歳出 27年度予算額

歳
出

25年度決算額 45,607 千円

47,964 

歳入 27年度予算額 23,980 

27年度見積額 26,953 27年度見積額 53,912 千円

胃がん 36.7
肺がん 35.1
大腸がん 37.2
子宮がん 35.9
乳がん 32.8
「健康増進法に基づくがん検診の対象人口率等調査」
（東京都福祉保健局）（平成22年度）



平成 27 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円19,717,664 

歳入 27年度予算額 － 

27年度見積額 － 27年度見積額 19,717,664 千円 歳出 27年度予算額

歳
出

25年度決算額 10,905,082 千円

26年度予算額 － 26年度予算額 11,479,198 千円

○　保育士の確保・定着は喫緊の課題であり、保育士等
　のキャリアアップを支援するため、事業者がキャリア
　パスの仕組みを導入することなどを補助要件とするキ
　ャリアアップ補助を創設する。また、地域の実情に応
　じて、保育サービスを推進するため、保育サービス推
　進事業を創設する。

○　再構築にあたっては、多様な保育サービスを推進し
　ていくため、補助対象の実施主体を株式会社やＮＰＯ
　等に拡大するとともに、対象サービスも認可保育所の
　みならず、認定こども園、認証保育所等も対象とす
　る。

歳
入

25年度決算額 － 

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

○　社会福祉法人が設置する認可保育所に加え、多様な
　運営主体や保育サービスを対象とするとともに、保育
　士等のキャリアパスの仕組みの導入を補助要件とする
　「保育士等キャリアアップ補助」や、地域の実情に応
　じて保育サービスを推進する「保育サービス推進事
　業」について、既存事業の再構築を行うことによって
　予算を計上する。

東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助
金交付要綱（保育所）

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　サービス推進費は、国制度の保育所運営費負担金
　に加え都独自に補助を行うものであり、施設運営の
　安定性を確保するとともに、利用者サービスの維持
　向上を図ってきた。

○　保育サービスの需要が高まるなか、実績も年々増
　加しており、平成25年度は840施設に対して、補助
　を実施した。

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　平成12年１月、それまでの公私格差是正の都加算
　補助から、施設経営者による自主的かつ柔軟な施設
　運営を促進するため、民間社会福祉施設サービス推
　進費補助（保育所）（以下、「サービス推進費」と
　いう。）を開始した。

○　平成16年度からは、サービス向上に向けた努力が
　真に報われる制度とするべく、基本補助と努力実績
　加算からなる現在の補助制度に再構築した。

○　平成16年度のサービス推進費再構築において、基本
　補助は、都として望ましいサービス水準を確保するた
　めのコア人材の配置を支援することを目的としていた
　が、保育士等のキャリアアップに実際に反映されてい
　るかが不明確である。

○　サービス推進費は、事業開始の経緯から、補助対象
　を社会福祉法人等が設置する認可保育所に限定してい
　るが、待機児童を解消するためには、株式会社等の多
　様な主体による整備促進や認証保育所などの多様な保
　育サービスを拡充していく必要があり、保育士の確保
　・定着は保育サービス共通の課題となっている。

〇　保育の実施主体である区市町村が、地域の実情に応
　じて、保育サービスを推進する仕組みを支援する必要
　がある。

○　都では、平成29年度末までに待機児童を解消するた
　め、４万人分の保育サービスの拡充を目標としてい
　る。

○　保育サービスの拡充に当たっては、保育士の確保が
　喫緊の課題であり、特に処遇改善・キャリアアップの
　取組の推進が重要である。

○　また、社会福祉法人が設置する認可保育所に加え、
　多様な保育サービスを拡充していくため、補助対象の
　見直し等、事業の再構築が必要である。

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

59
保育士等キャリアアップ補助等 事 業 開 始

（福祉保健局少子社会対策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 23 年度

平成 29 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円433,857 

歳入 27年度予算額 － 

27年度見積額 － 27年度見積額 433,857 千円 歳出 27年度予算額

歳
出

25年度決算額 1,445,653 千円

26年度予算額 － 26年度予算額 1,069,642 千円

○　効果の高い紹介予定派遣制度を活用し、新たに一定
　の社会経験や非正規としての就業経験を有する中高年
　非正規労働者の正規雇用化に向けた支援（中高年就職
　サポート事業）を、これまでの若年求職者支援に替え
　て実施していく。

○　中高年就職サポート事業を新たに構築するに当たっ
　ては、これまでの成果をもとに、研修期間や就労体験
　期間を見直すとともに、少人数グループによる個別研
　修に特化するなど、効果的かつ効率的に正規雇用へつ
　なげていく事業スキームとしていく。

歳
入

25年度決算額 1,221,020 

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

○　若年者緊急就職サポート事業を踏まえ、きめ細かな
　支援による事業構築を図っていることから、見積額の
　とおり計上する。

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　若年者を対象に、社会人としての基礎的なマナー
　等を学ぶ研修を実施した上で、紹介予定派遣制度を
　活用して都内中小企業での就労体験を行った。

○　若年者緊急就職サポート事業
　・平成25年度実績
　　定員1,400名、プログラム参加1,639名
　　派遣者のうち正規雇用789人（50.9％)

○　重点産業分野就業支援プログラム
　・平成25年度実績
　　定員　100名、プログラム参加　122名
　　派遣者のうち正規雇用59人（55.7％)

○　その結果、特に、履歴書や面接のみでは能力を十
　分にアピール出来ない若年求職者の正社員就職を支
　援することが出来た。

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　平成20年のリーマンショック以降、厳しい雇用情
　勢が続き、就職先が決まらないまま卒業する学生が
　多数存在していた。

○　一方、従業員300人未満の中小企業の有効求人倍
　率は４倍を超える等、採用意欲の高い中小企業が多
　数存在しているものの、ミスマッチ等により、人材
　確保に苦慮しているという課題があった。

○　このため、未内定卒業者と中小企業のミスマッチ
　を解消し、中小企業の採用コストを抑えつつ、未内
　定卒業者の中小企業への正社員就職を支援すること
　を目的として、事業を開始した。

○　研修及び就労体験期間中の若年者の賃金を負担する
　ため、多くの事業経費が必要となった。

○　景気の回復を受け、就職先が決まらないまま卒業す
　る学生数が低減してきた。

○　景気の回復に伴い、新卒者を中心に若年者の雇用環
　境が改善している一方、不本意非正規やフリーター等
　を余儀なくされている中高年層の非正規労働者が増加
　している。

○　若年者への正社員就職支援については、半数以上が
　正規雇用化を達成するなど一定の成果が認められた。

○　中高年層の非正規雇用者が増加傾向にあるため、適
　切な支援を実施する必要がある。

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

66
中高年就職サポート事業（・若年者緊急就職サポート事業・重点産業分野就業支援プログラム） 事 業 開 始

（産業労働局雇用就業部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 27 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 371,996 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

○　効率的な組織体制の実現につながるとともに、経費
　縮減も図れることから、見積額のとおり計上する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

土地区画整理法、都市再開発法、
「東京における市街地整備の実施方針」等

○　東京の市街地は、公共施設の整備促進や未利用地
　の活用、居住環境の改善等多くの課題を抱えてい
　る。これらの課題を解決するため、公共性が高く、
　民間では実施困難なものについて、都が主体となっ
　て土地区画整理事業や市街地再開発事業を実施し、
　土地の利用増進及び高度利用を図り、都市機能の更
　新や防災性の向上を目指してきた。

１

○　現在実施している都施行土地区画整理事業及び市街
　地再開発事業が収束に向かっていく一方、オリンピッ
　ク・パラリンピック選手村の整備や木密地域不燃化10
　年プロジェクト等が本格実施の段階に移行するため、
　様々な課題に対応できる効率的な組織体制が求められ
　ている。

４

３

２

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

68
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

効率的な組織体制の構築
（都市整備局市街地整備部／一般会計）

移管・終了

○　市街地整備部門の組織再編を行い、課題解決に向け
　た効率的な組織体制を構築する。

○　都施行事業を所管する３事務所（第一区画整理事務
　所、第二区画整理事務所及び再開発事務所）につい
　て、２事務所（第一市街地整備事務所、第二市街地整
　備事務所）に集約し、事業手法にとらわれない事務所
　体制とする。第一市街地整備事務所は、選手村等オリ
　ンピック・パラリンピックに向けた整備体制の確立及
　び所管地区へのアクセス性の向上による効率的な事業
　運営を実現するために、晴海地区に近接する勝どきに
　設置する。

○　大規模跡地を活用し、土地利用の転換を図り、都
　市機能の更新を行っている。（汐留地区等）

○　既成市街地の周辺及び木造住宅密集地域等におい
　て、道路・公園等の都市基盤整備を図り、良好な生
　活環境の確保や防災性の向上を図っている。（六町
　地区等）

○　臨海部に位置する晴海、豊洲、有明北地区のまち
　づくり及び広域的交通ネットワーク等に必要な広域
　幹線道路等の基盤整備を行っている。（晴海地区
　等）

○　道路や駅前広場等の都市施設が未整備な既成市街
　地において、これらの都市施設の整備と一体的に周
　辺地区の高度利用を図り、活力とうるおいのある総
　合的なまちづくりを行っている。（環状第二号線新
　橋・虎ノ門地区等）

その他

371,996 

千円

千円

千円

歳入 27年度予算額 － 

○　既存の都施行市街地再開発等に加え、オリンピック
　・パラリンピック選手村の整備や木密不燃化10年プロ
　ジェクト等を計画どおり実施するためには、効率的な
　組織体制が必要である。

○　事務所の集約化は、今後の事業の状況を見据え行わ
　れるものであり、効率的な組織体制につながるもので
　ある。また、組織再編による人件費等の減により、平
　成33年度に再編後経費累計が現行経費累計を下回る見
　込みである。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

【現行・再編後のフルコスト比較（試算）】 単位：百万円
区分 項目 平成27年度 平成33年度

人件費 1,863 1,863
事業費（ランニング） 78 78
減価償却 21 21
単年度合計：（A） 1,962 1,962
累計：（B） 1,962 13,735
人件費 1,781 1,781
事業費（イニシャル） 243 -
事業費（ランニング） 130 161
減価償却 - -
単年度合計：（C） 2,154 1,942
累計：（D） 2,077 13,731

差引 累計：（D）－（B） 115 △ 4
＊再編後の事務所は賃貸を想定

現行

再編後



平成 27 年度

平成 27 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

3
局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 88,960 27年度予算額

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

○　東京港の水域清掃を確実に実施し、良好な環境を維
　持するため、代替船の買入れについて、見積額のとお
　り計上する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

港湾法第12条2項

○　清掃船（第三清海丸）は、都が所有する清掃船の
　一隻で、港湾法で定められた港湾管理者の業務であ
　る港湾区域の水域の清掃に従事している。

○　昭和46年３月に建造された本船は、老朽化が著し
　く、減価償却資産の耐用年数をはるかに経過し、今
　後の清掃業務の従事が困難となっている。

○　代替船を買入れることで、港湾区域の水域清掃を
　支障なく実施することが可能となり、東京港の環境
　を良好な状態に維持することができる。

１

○　昭和46年３月に建造された本船は、平成27年度で建
　造後44年経過するため、航行できなくなれば東京港の
　環境維持に支障が生じることになる。

○　船体、エンジン、浮遊塵芥収集装置の老朽化が進
　み、修繕費の増加が今後見込まれるほか、機関部品に
　ついても入手が困難な状況である。

○　また、老朽化により修繕期間が長期化する傾向にあ
　り、稼働期間が短くなるなど費用対効果が悪化するお
　それがある。

４

３

２

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

72
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

清掃船（第三清海丸）の買入れ
（港湾局東京港管理事務所／一般会計）

移管・終了

○　東京港における船舶航行の安全を確保し、環境を良
　好に維持することにより、東京港の振興・発展に寄与
　していく。

○　清掃船（第三清海丸）の代替船の買入れに際して、
　主要航路だけでなく、運河部での作業性向上にも十分
　配慮した構造とする。

○　代替船を買入れることにより、費用対効果の向上を
　図っていく。

○　浮遊塵芥の収集回収を行う清掃船を大小６隻、収
　集した浮遊塵芥を最終処分場まで海上運送する運搬
　母船１隻を整備し、港湾区域の水域の清掃に取組ん
　できた。

○　船舶航行の障害となる浮遊塵芥の収集による東京
　港主要航路の維持、周辺の都市化が著しい東京港内
　の運河部の水辺環境を向上してきた。

その他

88,960 

千円

千円

千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 － 

○　清掃船（第三清海丸）は、建造後44年を経過してお
　り、減価償却期間を超過していることから、今後、修
　繕費の増加が見込まれるとともに、修繕期間の長期化
　に伴う稼働日数の減少により東京港の環境維持に支障
　が生じることが懸念される。

６



総合イントラネットの構築 平成 27 年度

（警視庁総務部／一般会計） 平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円636,679 

20,000 千円 歳入 27年度予算額 － 

移管・終了 その他

○　コスト比較を踏まえた積算となっており、業務の円
　滑な遂行にも寄与するものであることから、見積額の
　とおり計上する。

歳
入

25年度決算額 － 
歳
出

25年度決算額 － 

27年度見積額 － 27年度見積額 636,679 千円 歳出 27年度予算額

千円

26年度予算額 － 26年度予算額

見直し・再構築

○　インターネット端末は業務ごとに整備してきたた
　め、統一されたセキュリティレベルが確保されてお
　らず、セキュリティが脆弱である。
○　また、端末台数も不足しており、必要数を導入す
　るためには、導入経費、ランニングコストが高いた
　め、十分なインターネット環境が整備できておら
　ず、インターネットの有効性を業務に活かしきれて
　いない状況にある。
○　インターネットの活用は、都民の要望に応えるた
　めの警察活動において必要不可欠になっていること
　から、高度なセキュリティが確保された、安全・安
　心なインターネット環境を構築し、東京オリンピッ
　ク・パラリンピックの開催に合わせて都民サービス
　の向上と事務の効率化を図る。

○　外部接続系システムは、業務の必要性に応じて各事
　業主管課が個別に整備、運用しているため、プロバイ
　ダとの契約数が増加し通信経費等のランニングコスト
　の節減が求められている。
○　サイバ－空間の脅威の深刻化から、外部接続系シス
　テムには、特に高度なセキュリティが求められるが、
　統一されたＩＤパスワード設定やセキュリティレベル
　が確保されていないため、セキュリティが脆弱であ
　る。そのため、利用できる機能に制限が設けられてお
　り、インターネット等の有効性を業務に活かし切れて
　いない。
○　インターネット用端末が不足しているなど、インタ
　ーネットが使用できる環境が十分に整備されていない
　上、利用できる機能も限られていることから、都民へ
　の情報発信、都民との情報交換など広く業務に活用す
　る上で支障となっている。

○　現行の各種回線の統合及びプロバイダ契約の一本化
　をすることで、通信経費の縮減を図ることができ妥当
　である。

○　警察の特殊性を考慮した高度なセキュリティ対策を
　講じた、安全で安心なインターネット環境の構築によ
　り、都民の利便性の向上と業務の効率化を図ることが
　できる。

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　犯罪捜査や各種情報収集など、業務の必要性に応
　じて外部接続系システムを各事業主管課が独自に構
　築してきたが、警察が持つ情報の機密性の高さか
　ら、利用できる機能を制限してきた。

○　犯罪捜査を巡る社会情勢の変化などには対応する
　ことができたが、ランニングコストを含めた経費、
　セキュリティ対策の不統一や端末台数不足などの問
　題が顕在化してきた。

○　現行の各種回線を統合した上で、各システムを集
　約、ランニングコストなどの経費の節減を図るととも
　に、高度なセキュリティ対策を講じたインターネット
　環境を構築していく。

６

拡大・充実

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

77
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

≪回線統合による縮減効果≫ (単位：千円)

区分
回線統合前
(26年度)

回線統合中
(27年度)

回線統合後
(28年度～)

備考

ランニングコスト 943,768 887,966 672,529 回線使用料等
イニシャルコスト - 6,644 - 工事費

計 943,768 894,610 672,529 縮減額△271,239

≪プロバイダ契約一本化による縮減効果≫ (単位：千円)

区分
契約一本化前

(26年度)
契約一本化中
(27～29年度)

契約一本化後
(30年度～)

備考

ランニングコスト 321,057 895,272 87,888 プロバイダ料等
イニシャルコスト - 701,649 - 工事費

計 321,057 1,596,921 87,888 縮減額△233,169
※　26年度の端末台数で比較



交通違反等携帯入力端末運用システムの整備 平成 25 年度

（警視庁総務部／一般会計） 平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

80
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

○　地域警察官及び交通警察官が街頭活動で取り扱う
　業務は多種多様であり、その業務内容に応じた別々
　の機器が必要であったことから、複数機器を携行す
　る負担が生じていた。

○　また、交通反則切符作成等は未だ手書きであり、
　現場での長時間にわたる書類作成や誤記入等の原因
　となっている。

○　そこで、現場での主な業務に用いる４種の機器の
　機能を１台に統合した携帯型端末を開発、導入する
　ことで、業務処理の効率化及び合理化を図り、それ
　により生み出された時間を街頭活動に充て、犯罪抑
　止及び交通事故防止の強化を図っていく。

○　地域警察官及び交通警察官は街頭活動で取り扱う各
　種業務に応じた、ＰＯＴ端末（各種照会）、ＩＣ免許
　リ－ダ－、デジタルペン（記入文字をデ－タ化）、デ
　ジタルカメラの４機器を携行、使用しており、携行の
　負担と業務処理が煩雑となっている。

○　４機器の機能をあわせもつ端末による事務処理シス
　テムを構築することで、経費の縮減と事務処理の効率
　化を図ることが妥当である。

道路交通法、道路交通法施行令

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　平成25～27年度で本端末のシステム開発を行い、
　27年12月から現場での本格運用を予定している。

○　現行の４機器の機能を統合した交通違反等携帯入力
　端末を新たに開発し、デジタルペン等の機器リ－ス費
　用の削減を図るとともに、交通反則切符をはじめとす
　る各種書類作成事務の効率化を図る。

６

拡大・充実

千円

26年度予算額 31,000 26年度予算額

見直し・再構築 移管・終了 その他

○　コスト比較を踏まえた積算となっており、業務の円
　滑な遂行にも寄与するものであることから、見積額の
　とおり計上する。

歳
入

25年度決算額 26,282 
歳
出

25年度決算額 136,808 

27年度見積額 5,000 27年度見積額 454,906 千円 歳出 27年度予算額 454,906 

269,919 千円 歳入 27年度予算額 5,000 

≪携帯入力端末運用システム整備による縮減効果≫

区分 現行機器
25年度
決算

26年度
予算

27年度
見積

28年度～
推計

縮減額

ランニング
コスト

469,563 - - 387,048 422,856 △46,707

イニシャル
コスト

- 136,808 269,919 67,858 - 

計 469,563 136,808 269,919 454,906 422,856

(単位：千円)



ドライブレコーダーの整備 平成 22 年度

（東京消防庁装備部／一般会計） 平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円47,536 

29,375 千円 歳入 27年度予算額 － 

移管・終了 その他

○　コスト比較を踏まえた積算となっており、業務の円
　滑な遂行にも寄与するものであることから、見積額の
　とおり計上する。

歳
入

25年度決算額 － 
歳
出

25年度決算額 29,751 

27年度見積額 － 27年度見積額 47,536 千円 歳出 27年度予算額

千円

26年度予算額 － 26年度予算額

見直し・再構築

○　消防車両の交通事故は、災害現場への部隊到着遅
　延により人命救助に支障をきたすなど、都民生活へ
　多大な影響が考えられ、消防車両の運行を行う機関
　員には組織的に安全教育を行うなど交通事故の防止
　を図ってきた。

○　職員の急速な世代交代によりベテラン機関員が減
　少し、若手機関員が増加することで、運転技能の低
　下が危惧されることから、車両内外の映像を記録す
　るドライブレコーダーを整備し、交通事故の原因究
　明、機関員の安全教育に活用し、交通事故防止対策
　を充実強化する。

○　映像を確認するためには、本体から電子記録媒体を
　取り外し、パソコンでデータを取り出す必要があり、
　電子記録媒体の紛失、情報漏えいの恐れがあった。

○　リース費用、故障発生時の修理費用及び車両入れ替
　えに伴う積載換え費用についてのランニングコストが
　必要であった。

○　交通事故の原因究明及び職員の安全教育のためドラ
　イブレコーダーをリースにより整備しているが、期間
　満了により更新する必要がある。

○　２か年計画による購入と一部再リースの組み合わせ
　による整備は、経費の縮減を図ることができ妥当であ
　る。

道路交通法

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　ドライブレコーダーで記録した映像を隊長、機関
　員などを対象とした各種研修で活用し、交通事故に
　至る危険要因及び留意事項について、より効果的な
　教養を実施した。

○　各所属においても、管内の交通危険個所の把握、
　緊急走行時の安全確認要領の検証、監督者による技
　術指導など、記録映像を交通事故防止対策に活用し
　ている。

○　車両から容易に取り外し、直接映像機器と接続して
　記録を確認できる機器に更新し、情報漏えい防止を図
　るとともに、利便性を向上させ、より効率的な教育訓
　練体制を確保する。
○　購入とリースについて５年間のコスト比較を行った
　結果、２か年計画による購入と一部再リースの組み合
　わせで更新し、経費の縮減を図る。

６

拡大・充実

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

84
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

≪新規リースと購入とのコスト比較(５年間)≫
区分 リース料 積載替 購入費 修繕費 合計

新規リース 138,104 22,120 - 3,777 164,001

購入
(一部再リース)

14,457 - 97,843 3,367 115,667

縮減額 △48,334

(単位：千円)



模擬消火訓練装置改修 平成 7 年度

（東京消防庁消防学校／一般会計） 平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 59,405 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額 27年度予算額 － 

○　模擬消火訓練装置は製造から20年が経過し、燃料貯
　蔵容器の老朽化が著しく、検査周期が短くなり維持管
　理経費が増加するため、更新する必要がある。

○　燃料貯蔵容器をこれまでのバルク容器から、より検
　査周期の長いバルク貯槽に替えて更新することで、維
　持管理経費の縮減を図ることができ妥当である。

６

○　コスト比較を踏まえた積算となっており、業務の円
　滑な遂行にも寄与するものであることから、見積額の
　とおり計上する。

千円27年度見積額

－ 

35,585 

５

○　消防学校の模擬消火訓練装置は、平成７年の設置か
　ら20年が経過し、主要部品の経年劣化が進み故障時の
　対応が困難になる。

○　燃料を貯蔵するバルク容器は、毎年の保守管理に加
　え、法令により定期的に検査を行ってきたが、経年の
　ため検査周期が短くなる。

○　このため、維持管理経費が増となることから、より
　検査周期が長いバルク貯槽とコスト比較を行い、改修
　を検討する必要がある。

４

３

移管・終了

歳入

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

87
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

○　継続的に消防隊等の活動技術の維持・向上を図るた
　め、主要部品を改修し、引き続き模擬消火訓練装置の
　機能を適正に維持していく必要がある。
○　既存のバルク容器と、これに比べて初期費用は高額
　だが検査周期が長いバルク貯槽とのコスト比較を行っ
　た結果、より経済的なバルク貯槽で改修を行い、経費
　の縮減を図る。

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

消防組織法第51条

○　平成７年に整備した消防学校訓練場において、実
  際の火災現場と同様な環境下で訓練を実施する体制
  を確保するため、プロパンガスを燃焼させる模擬消
　火訓練装置を設置し、消防学校学生や消防隊の行う
　訓練を効果的に実施することで、消防活動能力の維
　持・向上を図る。

１

２

○　消防学校訓練場に模擬消火訓練装置を設置し、消
　防学校学生の初任教育訓練時、研修及び消防隊の訓
　練時等に活用し、より実戦的な火災対応訓練を実施
　している。

○　実際の火災現場と同様な環境下で訓練を実施する
　ことができ、消防隊の活動技術の維持・向上につな
　がっている。

その他

59,405 

千円

千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

≪バルク容器とバルク貯槽の検査周期≫

製造から20年以下 製造から20年後
バルク容器 ５年毎 ２年毎
バルク貯槽 20年毎 ５年毎

区分
検査周期

≪バルク容器とバルク貯槽とのコスト比較(24年間)≫

区分 本体価格 保守管理 検査 合計
バルク容器(現行) 8,280 28,008 12,438 48,726
バルク貯槽(更新) 9,538 28,008 2,073 39,619

縮減額 △9,107

(単位：千円)



平成 17 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

歳入 27年度予算額 － 

歳出 27年度予算額

移管・終了

27年度見積額 － 27年度見積額 118,863 千円

歳
出

25年度決算額 14,321 千円

26年度予算額 － 26年度予算額 14,417 千円

115,623 

－ 

○　実演式防犯講話の更なる充実や、区市町村や民間事
　業者等と連携した高齢者への注意喚起に加え、新たに
　緊急対策として、被害防止に効果のある自動通話録音
　機の高齢者世帯への設置を促進することで、振り込め
　詐欺をはじめとした特殊詐欺被害の未然防止を図って
　いく。
○　増加するサイバー犯罪被害の防止に向けて講習会の
　回数を増加するとともに、女性に対する犯罪など身近
　で起こりうる犯罪の防止に向けて、リーフレットの配
　布等を通じて注意喚起を行い、被害を防止していく。
○　高齢者の万引き防止に向けてキャンペーンの実施や
　グッズの配布により、注意喚起を行う。

６

拡大・充実 見直し・再構築

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　都は、「治安の維持こそ最大の都民福祉」との認
　識に立ち、平成15年に緊急治安対策本部を設置し、
　都内の治安対策を強化してきた。

○　地域住民による自主的な防犯活動の活発化もあ
　り、刑法犯の認知件数は大幅に減少してきたが、振
　り込め詐欺が急増するなど都民の不安は解消され
　ず、16年度都政への要望では治安対策が初めて第１
　位になった。

○　都民の体感治安の改善のため、身近な犯罪の被害
　防止を目指し、警視庁、区市町村や民間団体と連携
　し対策を実施していく。

○　振り込め詐欺の犯行グループの手口は悪質巧妙化し
　ており、被害者１人あたりの被害額が平成20年と比べ
　て、25年は約170万円増の約335万円となるなど、高額
　化している。
○　キャンペーンなどに合わせ映像などを活用してＰＲ
　を実施してきたが、増加傾向にある振り込め詐欺の被
　害者となる高齢者層へのメッセージが届きにくい。
○　ＤＶ・ストーカーなど女性に対する犯罪や、インタ
　ーネット上での詐欺などサイバー犯罪の件数が増加し
　ており、都民の不安感を大きくする要因となってい
　る。
○　都内において、万引きで検挙・補導される少年の数
　を、高齢者が上回る傾向が続いており、高齢者による
　万引きが深刻な社会問題となっている。

○　高齢者の被害が増加する中で、被害を未然に防ぐこ
　とができる効果的な対策を進める必要がある。
　　また、ネット上のトラブルなど新たな犯罪に対する
　対応も求められている。

○　多くの人に実態や防止策を知ってもらうために、事
　業効果を見極めた上で、普及啓発活動を強化していく
　必要がある。

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　都内における平成20年の振り込め詐欺被害件数は
　最悪の事態となったが、官民をあげた「振り込め詐
　欺官民緊急対策会議」を立ち上げ撲滅運動を推進し
　た結果、21年中の被害は件数、被害額とも前年の約
　３分の１に減少した。
○　24年度からは、振り込め詐欺だけでなく、都民の
　身近で起きる犯罪に重点を置き、ひったくりや万引
　きについても警視庁等と連携し、被害防止の注意喚
　起等を行った。
　　その結果、25年のひったくり犯罪認知件数は826
  件となり、前年比78件の減となった。
　　また、万引き被害についても16,043件となり、前
  年比1,872件の減となった。

　≪ひったくり・万引き認知件数推移≫

その他

○　一部経費を精査した上で、所要額を計上する。

歳
入

25年度決算額

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

89
身近な犯罪の防止対策 事 業 開 始

（青少年・治安対策本部総合対策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

ひったくり 2,304 1,812 1,719 904 826

万引き 19,955 20,929 19,079 17,915 16,043



平成 18 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

歳入 27年度予算額 － 

歳出 27年度予算額

移管・終了

27年度見積額 － 27年度見積額 23,895 千円

歳
出

25年度決算額 6,516 千円

26年度予算額 － 26年度予算額 8,503 千円

23,895 

－ 

○　歩行中の事故を防ぐため、歩行者教育システムによ
　る安全教室を引き続き実施するとともに、学校等にお
　ける安全教育意識の高まりにより増加した安全教室の
　実施需要に応えるため、実施回数を増加する。

○　外国人が日本の交通ルールを学ぶことができるよ
　う、外国人向けの映像教材を作成し、観光案内サイト
　等のホームページで公開するほか、観光案内所等外国
　人が集まる場所で放映する。また、留学生に対しては
　学校等を通じて講習会を開催し、その中で本映像を活
　用していく。

６

拡大・充実 見直し・再構築

道路交通法

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　東京都第９次交通安全計画では、平成27年まで
　に、年間の道路交通事故24時間死者数が150人を下
　回ることを目標としている。
○　都内における交通死亡事故のうち、高齢者（65歳
　以上）が全死者数の約４割を占めており、年齢層別
　で最多となっている。
　　また、子供の交通死亡事故も依然として発生して
　いる。
○　今後増加傾向の高齢者や外国人に対して、交通ル
　ールやマナーを普及浸透させて交通事故を未然に防
　ぐとともに、これからの社会を担う子供たちに対し
　て広く交通安全教育を行い、交通事故を減少させて
　いく。

○　高齢者の事故数は減少したが、交通事故全体の中で
　高齢者の事故数の割合は依然として高い割合を占めて
　おり、また、高齢者の死者数のうち約６割が歩行中あ
　った。

○　子供の死亡事故は依然として発生している。

○　外国人の交通事故件数について、年々減少している
　ものの、その減少率は交通事故全体と比較して低くな
　っており、オリンピック開催を控えて外国人の増加が
　見込まれる中で、外国人に対しても日本の交通ルール
　やマナーを普及浸透させ、交通事故を未然に防ぐ必要
　がある。

○　少子高齢化が進む中で、交通弱者である子供や高齢
  者に対する対策を強化するとともに、講習会等への需
　要増に的確に対応していく必要がある。

○　多くの外国人を迎える国際都市として、今後も増加
　が見込まれる都内の外国人に対して交通ルールの普及
　啓発を行い、事故防止を図っていく必要がある。

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　歩行者教育システムを活用した参加・体験型の交
　通安全教室の実施や、高齢者に配布するシルバーパ
　ス用パンフレットへの交通安全記事掲載などの取組
　により、事業を開始した平成18年中の高齢者交通事
　故死者数は83人であったが、25年中には72人と11人
　減少した。

○　高齢者の関与した交通事故発生件数でも、平成18
　年中は14,454件であったが、25年中には12,201件と
　2,253件減少した。

○　平成24年に子供の交通事故死者数が急増（７人）
　したことに伴い、25年度から歩行者教育システムを
　活用した参加・体験型の交通安全教育を子供向けに
　も実施し、25年中の子供の死亡事故は３人と、４人
　減少した。

その他

○　見積額のとおり計上する。

歳
入

25年度決算額

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

90
交通弱者の安全対策 事 業 開 始

（青少年・治安対策本部総合対策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 27 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

　

千円

千円 千円

千円 千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 － 

○　今までも人権啓発事業を開催し、一定の効果が得ら
　れていたが、若年層など人権に関心が薄い層へ啓発す
　るためのさらなる工夫が求められる。

○　2020年オリンピック・パラリンピック開催に向け、
　都が人権施策に取り組む姿を海外に発信する必要があ
　る。

６

移管・終了

○　従来の啓発事業に加え、「東京都人権フェスティバ
　ル（仮称）」を開催することで、都民が人権に関する
　知識と理解を深める機会を提供し、海外に向けてもそ
　の取組状況を発信する。
【東京都人権フェスティバル（仮称）の概要】
　主催）東京都
　日時）土日を中心とした複数日
　開催場所）集客の見込める大規模駅周辺
　事業内容）
 ・シンポジウム（講演会、パネルディスカッション等）
 ・人権課題ごとのセミナー（学習会）、各種ブース展示
 ・各種連携イベント（ステージショー、映画上映会等）

○　講演会等、既存の人権啓発行事の多くは、国の委
　託事業として実施されている。企画・運営は、「東
　京都人権啓発活動ネットワーク協議会（東京都、東
　京法務局、東京都人権擁護委員連合会、公益財団法
　人人権擁護協力会）」が主催している。

○　行事開催に当たっては、開催地の区市と共催する
　とともに、地域性を踏まえた人権テーマの設定を行
　うなど、来場者の関心を集める工夫を凝らしてい
　る。

○　近年の来場者のアンケートによると、概ね70％以
　上の方が行事の内容について満足し、90％以上の方
　が人権問題に対する関心や理解が深まったと回答し
　ており、都民の人権意識の向上に一定程度成果があ
　った。

その他

30,240 

千円

千円

千円

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

91
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

東京都人権フェスティバル（仮称）の開催
（総務局人権部／一般会計）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

○　人権尊重の理念を社会に定着させ、人権の意義が
　広く社会に浸透することを目的に、人権啓発行事を
　実施している。

○　2020年オリンピック・パラリンピック開催に向け
　て、オリンピック憲章が定める人権尊重の理念を実
　現するため、都の人権施策のさらなる充実が必要で
　ある。

１

○　講演が中心であるため、比較的人権に関心がある層
　の来場が多く、本来啓発を強化すべき人権に関心が薄
　い層を取り込めていない。

○　平日昼間の開催が多く、若年層、特に社会人をイベ
　ントに取組むことができない。

○　国内向けの啓発行事であったため、都が人権啓発に
　力を入れていることが、海外に対して知られていな
　い。

４

３

２

30,240 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

 ○　国・大使館・民間企業等と連携したイベントを開催
　 する予定であり、適正規模で積算しているため、局見
 　積額のとおり計上する。

歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 



平成 23 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 － 

○　納期内納税を促進し、徴収率を向上させるために
　は、納税者のニーズに応え、納税しやすい環境整備を
　行うことが重要である。

６

移管・終了

○　自動車税定期課税分の納期内に限定しているクレジ
　ットカード収納の対象税目及び対象期間を拡大する。

○　対象税目及び対象期間を拡大することにより、問い
　合わせの急増が見込まれることから、都民サービスの
　維持向上を図るため、問い合わせの対応窓口としてサ
　ポートセンターを設置する。

○　過去の実績等を踏まえて収納件数を見込み、適正な
　予算規模を見極めて効果的に事業を執行することによ
　り、コスト削減と徴収率の向上を図る。

【取組】
平成23年度に自動車税のクレジットカード収納を導入

【成果】
○　納税者の利便性向上
　　自動車税の定期課税分は、納期内であればいつで
　もどこでも、手元に現金がない場合でも納税が可能
　となった。
○　納期内納税（現年課税分）の促進
　　納税手段の拡充により納期内納税率が向上した。

その他

36,930 

千円

千円

千円

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

97
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

クレジットカード収納事務
（主税局徴収部／一般会計）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

地方自治法

【背景】
○　クレジットカード決済の普及
○　平成18年地方自治法の改正
　「指定代理納付者」制度の導入
　→納税者に代わり、カード会社による税の立替払い
　　が可能に
○　都民からの要望の増加
○　複数の自治体が先行して導入

【目的】
○　都民ニーズに応え、納税しやすい環境整備を行う
　ことで利便性向上を図る。
○　納期内納税率の向上を図る。

１

○　納税者サービスの向上
　　納税者がインターネットで、時間や場所を問わず手
　元に現金がない場合でも、納税できる唯一の納付方法
　であり、利便性の高い納付方法に対する潜在需要は高
　い。
　　また、納税者から、自動車税以外の他税目への拡大
　を求める要望も寄せられている。
○　より利用しやすい環境の整備
　　お支払サイトの改善等により、納税者が利用しやす
　い環境の整備に努めてきたが、利用手続きに関する問
　い合わせが依然として多く寄せられている。
○　徴収率の向上
　　納期内納税を更に促進することにより、滞納件数を
　圧縮して税収を確実に確保し、徴収率を向上させてい
　く必要がある。

４

３

２

36,930 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

13,782 

23,765 

○　クレジットカード収納の対象税目及び対象期間を拡
　大することで都民サービスの向上が図られるととも
　に、コスト削減と徴収率の向上に繋がることから、見
　積額のとおり計上する。

歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 

<ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ収納の利用件数・利用率及び納期内納税率の推移>

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
利用件数（件） － 87,127 88,170 132,873 166,071
利用率（％） － 2.92 2.97 4.52 5.69
納期内納税率（％） 75.1 77.7 78.1 78.6 79.7

注）自動車税の現年課税分。納期内納税率は、5月末時点の調定額に対する納期内納税額

の割合。



昭和 63 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 12 

○　近年、食品偽装等の企業の不祥事が続いていること
　から、企業のコンプライアンス順守の取組を促進する
　取組が必要である。

○　優良な取組事例をガイドブック等を通じて広く普及
　させることで、他企業での取組が期待できる。

６

移管・終了

○　実際にコンプライアンス意識向上のために取組んで
　いる事業者を詳細に調査し、取組のきっかけ、方法、
　その結果を事業者別に取りまとめ、コンプライアンス
　に係る取組ガイドブックを作成する。

○　ガイドブックは講習会で配布を行うとともに、コン
　プライアンスの取組が不十分な事業者団体等に広く配
　布を行うことで、講習会に参加できなかった事業者に
　対しても取組を行うきっかけを提供する。

○　平成22年度以降、特定商取引法の商法別講習会
　（主に訪問販売と通信販売の２回）及び景品表示法
 　に係る講習会を実施してきた。毎年、述べ1000人
 　近い事業者が受講している。

○　特に平成25年度秋から全国的に「メニュー・料理
　等の食品表示に係る偽装」が問題となったことか
　ら、26年度春に、対象となる食品製造、外食産業事
　業者等を中心に、「メニュー・料理名等の食品表示
　に係るコンプライアンス講習会」を開催し、約400
　名が受講した。

○　講習会が定例化してきたため、毎年受講希望者は
　定数以上に確保することができ、資料提供の問い合
　わせも増加傾向にある。

その他

9,081 

千円

千円

千円

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

98
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

取引指導
（生活文化局消費生活部／一般会計）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

特定商取引に関する法律、不当景品類及び不
当表示防止法、東京都消費生活条例

○　消費者被害の未然防止と健全な市場経済の確保に
　資するため、平成22年度より事業者向け「コンプラ
　イアンス講習会」を開催し、毎年、工夫を加えなが
　ら事業者自身の法令遵守の意識醸成のための講習会
　開催に努めてきた。

○　事業者のコンプライアンス意識の更なる醸成を図
　る。

１

○  講習会では法令の知識中心の話となるため、個々の
　業種における具体的な事例紹介を求める声も多く、対
　応が必要である。

○　コンプライアンス意識の更なる醸成を促す啓発を実
　施するため、事業者のコンプライアンス推進の取組実
　態を把握し、その結果に応じて今後の施策を検討する
　必要がある。

４

３

２

9,086 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

1,864 

4,636 

○　所要額を計上する。

歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

12 

拡大・充実

12 



平成 22 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 9,800 27年度予算額

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

263 

－ 

○　見積額のとおり計上する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　平成22年７月にスポーツ行政の総合的な推進を図
　るため、総務局、知事本局、生活文化スポーツ局、
　福祉保健局からスポーツに関する事業を所管とした
　「スポーツ振興局」（現「オリンピック・パラリン
　ピック準備局」）が設置された。

○　これと同時に局のホームページを設置し、スポー
　ツの推進やオリンピック・パラリンピックに関する
　情報発信を行ってきた。

１

○　オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた十
　分な情報発信のために多言語化が必須であるが、限ら
　れたコンテンツに対する英語化対応のみにとどまって
　いる。

○　担当職員が自らデータソースの修正を行うことで日
　常的な更新を行っており、即時の更新や高度な技術を
　要するレイアウトの変更が困難となっている。

○　今年度示された「東京都ホームページ作成に関する
　統一基準」にも未対応である。

４

３

２

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

99
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

ホームページ管理運営委託
（オリンピック・パラリンピック準備局総務部／一般会計）

移管・終了

○　世界的に注目度の高いオリンピック・パラリンピッ
　ク競技大会の実施にあたり、高齢者、障害者、外国人
　等を含めた多様なユーザーに対してより幅広く情報提
　供ができるホームページ環境を構築する。

＜リニューアルの内容＞
　・全コンテンツの日・英・中・韓の４か国語多言語化
　・視覚障害者のための読み上げ機能の付加
　・高齢者のための文字の拡大・縮小機能の付加
　・ホームページレイアウトの改善
　・ＣＭＳ化による内容更新、情報発信の迅速化

○　局の実施事業や共催事業の開催情報やスポーツに
　関連した都政情報を掲載し、都のスポーツ行政に係
　る情報発信ツールとして機能してきた。

その他

9,800 

千円

千円

千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 － 

○　オリンピック・パラリンピックに向けた気運醸成や
  大会の成功に向け、関連情報を迅速かつ国内外に対し
  広く情報を発信していく必要がある。

○　世界に向けた情報発信ツールとして、ホームページ
  は効果的な媒体であり、それに向けた環境整備を行う
　ことは妥当である。

６

※網掛けは英語対応

コンテンツ
トップページ 大会準備部ページ　※外部リンク

スポーツ推進部ページ　※外部リンク
（スポーツTOKYOインフォメーション）

多言語対応協議会ポータルサイト

サイトポリシー

50周年記念事業

局のご案内

交際費・海外出張

関連イベント・団体へのリンク（バナー）

関連施設へのリンク

局の概要

条例・規則等

・実施事業
・共催事業
・スポーツに
関連した都
政情報

・Twitter
へのリンク
等を掲載



平成 22 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 － 

○　パラリンピック大会の成功に向け、都民に対する気
  運醸成や大会で活躍できるアスリートの育成に向け、
  取組を強化していく必要がある。

○　そのために、事業目的やその効果を見極めた上で、
  大会の理解促進・普及啓発事業や競技力向上に向けた
　取組を充実していくことは妥当である。

６

移管・終了

○　障害のある人の一般スポーツ施設利用における配慮
　をまとめたマニュアル作成などによる場の開拓や各種
　講習会等による人材育成を実施する。

○　障害者スポーツを紹介するＤＶＤ等を作成・配布す
　ることで、都民に障害者スポーツに関心を持ってもら
　い、パラリンピックの気運醸成を図る。

○　パラリンピックなど国際大会で活躍する障害者アス
　リートの発掘・育成のため、競技の実践教室や競技団
　体への支援を実施する。

○  障害者スポーツの理解促進・普及啓発
　専用ポータルサイトの開設や、障害の有無にかかわ
らずスポーツを楽しめるイベントを開催。
　

○  障害者スポーツの場の開拓・人材育成
　場の開拓に向け、区市町村等の障害者スポーツ事業
の企画・立案への助言、指導員派遣、用具貸与等を行
う地域開拓推進事業を実施。人材育成として、スポー
ツ推進委員等を対象に、指導員養成講習会等を開催。
　

○  障害者スポーツの競技力向上
　全国障害者スポーツ大会における東京都選手の活躍
を目標に、正式競技の強化練習会を開催。

その他

513,492 

千円

千円

千円－ 

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

100
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

障害者スポーツの振興
（オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部／一般会計）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

スポーツ基本法、都障害者スポーツ振興計画
都スポーツ推進計画

○　平成22年のスポーツ振興局設立により、一般スポ
　ーツと障害者スポーツが一元化され、障害者スポー
　ツもスポーツ行政として一体的に推進してきた。

○　障害のある人もない人も、誰もがスポーツに親し
　む「スポーツ都市東京」の実現を目指し、平成24年
　３月に「都障害者スポーツ振興計画」を策定した。

○　同計画に基づき、障害者スポーツの理解促進・普
　及啓発、障害者スポーツの場の開拓・人材育成、障
　害者スポーツの競技力向上に取り組んでいる。

１

○　障害者スポーツ事業を実施していない区市町村がま
　だ存在することなどから、障害のある人が、地域で継
　続的にスポーツ活動を実施できる場の整備や、事業を
　支える人材の育成が必要である。

○　2020年パラリンピック大会の成功に向け、都民への
　障害者スポーツの理解促進・普及啓発をより一層進め
　ていく必要がある。

○　パラリンピックなど国際大会で活躍するアスリート
　を輩出するべく、選手の発掘・育成・強化などを強力
　に進めていく必要がある。

４

３

２

27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

154,185 

188,435 

○　経費を一部精査した上で、所要額を計上する。

歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

657,412 

平成25年度 平成24年度

ＴＯＫＹＯ障スポナビ アクセス数 2,708件/月 2,329件/月

チャレスポ！ＴＯＫＹＯ 1,250人 1,217人

平成25年度 平成24年度

地域開拓推進事業 52事業 66事業

障スポ指導員養成講習会
26年度から実施

（初級60名、中級30名予定）



昭和 29 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

103
国土調査 事 業 開 始

（都市整備局都市づくり政策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　国土調査のうち、地籍調査は、土地の最も基礎的
　な情報である地籍を明らかにするもので、その結果
　を記録することで、円滑な行政活動や経済活動に資
　することを目的としている。

○　阪神・淡路大震災では、ライフライン復旧の遅れ
　が問題となったが、その原因の一つに地籍の未整備
　が挙げられているほか、東日本大震災を機に、津波
　や液状化被害等からの復興に向けて、地籍調査の重
　要性が全国的に再認識されている。

○　都は、開発行為や都市再生等の効率的かつ円滑な
　執行や、迅速な災害復旧にも資する地籍調査を促進
　している。

○　平成25年度末の都の進捗率は22％で、全国平均の51
　％に比べて低くなっている。特に都市部では、権利関
　係が複雑な上、土地が細分化され調査の困難性が高い
　ことが、調査が進まない要因となっている。

○　23年３月に発生した東日本大震災で、都内では基準
　点が東に40cm移動したため、23、24年度は多くの自治
　体がこの対応に追われることとなった。

○　新規着手の自治体は着実に増加し、26年度は前年度
　比で３自治体増え、27年度はさらに２自治体増える予
　定である。そのため、区市町村の要望額を満たす適正
　な予算額の確保を国に求めていく必要がある。

○　地籍の整備は、効率的な都市開発や迅速な災害復
  旧、正確な固定資産税の課税など、非常に重要な役割
  を担うものである。

○　都市部特有の事業により、地籍整備の進捗率が低い
　中にあっても、事業主体である区市町村と連携し、着
　実に進めていく必要がある。

国土調査法、国土調査促進特別措置法

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　都においては、島しょ地域を除いて、地籍調査の
　事業主体は区市町村となっており、都は財政的支援
　及び技術的支援を行っている。

○　地籍調査は平成26年度現在、８町村で完了し、39
　区市町村で実施中である。

○　都市部では、阪神・淡路大震災での教訓を踏ま
　え、制度面で強化された事業（都市再生地籍調査事
　業のうち官民境界等先行調査）を採用する区市が多
　く、都市部での着手率の増加に繋がった。

○　地籍調査の成果は、迅速な道路建設や街づくりの
　実施、正確な固定資産税の課税や災害復旧等に役立
　っている。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

○　地籍の整備は、効率的な都市開発や災害復旧等にお
　いて重要な役割を担うものであり着実に実施していく
　必要があることから、見積額のとおり計上する。

26年度予算額 353,502 26年度予算額 550,607 千円

○　都市部を対象とした都市再生地籍調査事業の有用性
　及び重要性について区市町村に理解を求め、引き続き
　計画的な地籍調査の促進に努める。

○　個別ヒアリングにより区市町村の状況把握に努める
　とともに、官民境界等先行調査を進め、事業ＰＲや資
　料提供、研修を実施し、未着手の自治体の着手を促し
　ていく。

歳
入

25年度決算額 268,811 

歳出 27年度予算額

歳
出

25年度決算額 407,966 千円

685,847 

歳入 27年度予算額 447,125 

27年度見積額 447,125 27年度見積額 685,847 千円



平成 23 年度

平成 35 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 263,000 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

11,500 

159,648 

○　利用客数平均10万人／日以上を対象とする現行の補
　助制度による整備を着実に進めるとともに、東京オリ
　ンピック・パラリンピック大会に向けた会場周辺駅の
　整備を限られた時間の中で確実に実施する必要がある
　ことから、見積額のとおり計上する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律（バリアフリー法）

○　駅ホームにおける接触・転落事故が多発し、ホー
　ムドア整備に対する社会的な要請が強まりつつある
　が、ホームドアの整備には多額の事業費を要するこ
　とや、鉄道事業者にノウハウの蓄積が無いなどの課
　題があり、整備が進まない状況にあった。

○　そこで、駅の安全性向上を図るため、ホームドア
　の整備に対する補助を実施し、鉄道事業者の自助努
　力を促す。

１

○　東京オリンピック・パラリンピック大会の開催を控
　え、会場周辺の駅では、日常の駅利用者に加えて、大
　会開催期間中は国内外から多くの来訪者が見込まれる
　ため、駅利用者の安全性の確保が必須である。

○　大会開催までの限られた時間の中で、ホームドアの
　整備促進に向けた更なる取組が必要である。

４

３

２

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

105
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

鉄道駅総合バリアフリー推進事業
（都市整備局都市基盤部／一般会計）

移管・終了

○　引き続き、ＪＲ東日本及び私鉄のうち、利用客数平
　均10万人／日以上の駅へのホームドアの設置費用に対
　する補助を行い、鉄道駅の安全性の向上を強力に推し
　進めていく。

○　東京オリンピック・パラリンピック大会の開催を見
　据え、会場周辺のＪＲ東日本及び私鉄の駅について
  は、平成31年度までの時限的な措置として、ホームド
　アの設置費用に対する補助を、現行の補助制度とは別
　枠で実施する。

○　鉄道事業者の取組を促すため、平成23年度から25
　年度まで、地元自治体と連携を図りながら、試行的
　にホームドアの整備費用の補助を実施した。

○　その結果、ホームドアを整備した３駅において、
　ホームからの転落事故が皆減するなど、安全対策に
　大きく貢献したことから、26年度から補助制度を本
　格的に実施し、鉄道事業者によるホームドア整備の
　さらなる促進を図っている。

その他

263,000 

千円

千円

千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 － 

○　ホームドアの整備については、社会的要請が強まっ
　ているが、整備費用が多額になることなどにより、整
　備が進まない状況であり、整備促進に向けた取組が必
　要である。

○　一方で、鉄道駅のバリアフリー化対策は、鉄道事業
　者の事業計画によるところもあるため、本補助制
　度を契機として、鉄道事業者がホームドア整備に積極
　的に取り組む意識を醸成していく必要がある。

○　東京オリンピック・パラリンピック大会開催時の利
　用者増を見据え、会場周辺駅における安全性の確保を
　限られた時間の中で確実に行う必要がある。

６
実施駅 事業完了年度

東急　大井町駅 平成23年度
小田急　新宿駅 平成24年度
京王　新宿駅 平成25年度

26年度補助実施駅
京王　吉祥寺駅
西武　池袋駅
ＪＲ東日本　大井町駅

○ホームドア整備状況（平成26年３月末時点）

駅数 導入率 駅数 設置駅数 導入率

ＪＲ・私鉄 479駅 83駅 17.3% 78駅 17駅 21.8%

東京メトロ 132駅 70駅 53.0% 36駅 16駅 44.4%

都営地下鉄 95駅 61駅 64.2% 5駅 3駅 60.0%

その他 49駅 13駅 26.5% 0駅 0駅 -

合計 755駅 227駅 30.1% 119駅 36駅 30.3%

区分 都内駅数
ホームドア設置駅 乗降客数10万人以上の駅



平成 11 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

11,235 

18,598 

拡大・充実

14,400 2,041,787 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

210,796 

1,946,984 

○　地域包括ケアの考え方を踏まえた加算制度を設け、
　サービス付き高齢者向け住宅の供給促進に向けた取組
　が見られることから、所要額を計上する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

高齢者の居住の安定確保に関する法律等

○　平成11年度に高齢者の居住の安定を図るため、高
　齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業を開始した。

○　また、23年の「高齢者すまい法」の改正に合わせ
　て、都はサービス付き高齢者向け住宅の供給促進に
　取り組むため、同年度から助成事業を開始した。

１

○　高齢者単身・夫婦のみ世帯が急激に増加している現
　状を踏まえ、居住空間の質の確保に加え、生活支援や
　介護・看護・医療等のサービスの確保についても一体
　的に考えていくことが今後必要である。

○　また、民間事業者等において、高齢者が多様な居住
　者とのふれあいや地域とのつながりを実感できる住宅
　を整備する動きがみられる。

○　こうした民間事業者等の動きを取り入れ、普及を図
　っていくとともに、高齢者のニーズに対応した多様な
　住まいの供給を促進していく必要がある。

４

３

２

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

109
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

東京都サービス付き高齢者向け住宅供給助成
（都市整備局住宅政策推進部／一般会計）

移管・終了

○　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ
　る住まいを確保するため、サービス付き高齢者向け住
　宅等について、地域包括ケアの考え方を踏まえ、地域
　住民へ貢献できるよう地域密着型サービス事業所との
　連携等により供給拡大を図っていく。

○　また、高齢者が、多世代とのふれあいや地域とのつ
　ながりを通じて、安心して生きがいをもって住み続け
　られる、一般住宅を併設したサービス付き高齢者向け
　住宅などの整備を推進していく。

○　以上の取組を、区市町村と連携しながら進めてい
　く。

○　サービス付き高齢者向け住宅等の供給を促進する
　ため、区市町村と連携し、「東京都高齢者向け優良
　賃貸住宅供給助成事業」及び「東京都サービス付き
　高齢者向け住宅供給助成事業」により建設費等の補
　助を実施している。

○　平成25年度からは、「医療・介護サービス確保
　型」として国の補助を受けつつ、併設または近接す
　る医療・介護サービス事業所と連携するものについ
　て、区市町村の関与手続きを経た上で都の補助金を
　加算するほか、区市町村へ補助を行う「近隣居住推
　進型」において、都の補助金を引き上げている。

○　この結果、サービス付き高齢者向け住宅等（※）
　について、25年度末までに14,181戸を確保した。

（※）サービス付き高齢者向け住宅、東京都高齢者向
　　け優良賃貸住宅、独立行政法人都市再生機構が管
　　理する高齢者向けの優良な賃貸住宅

その他

2,058,489 

千円

千円

千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 14,400 

○　25年度から実施している新たな供給促進策により、
　サービス付き高齢者向け住宅の供給は着実に進んでい
  る。

○　供給戸数だけでなく、居住空間及び介護サービス等
　の質も考慮し、高齢者ニーズを踏まえた安心して暮ら
　せる住まいを供給する必要がある。

６



平成 15 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

　
根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円138,377 

歳入 27年度予算額 － 

27年度見積額 － 27年度見積額 135,489 千円 歳出 27年度予算額

歳
出

25年度決算額 33,257 千円

26年度予算額 － 26年度予算額 38,744 千円

○　新たな検査機器の導入等により、検査期間を短縮
　し、迅速に知事指定薬物に指定するとともに、重大な
　事件・事故の発生が想定される危険ドラッグについて
　は、都条例に基づく緊急指定による規制を行う。

○　流通実態調査やビッグデータ解析、海外文献情報の
　収集等により、国内外で流行している製品や販売店舗
　を把握し、監視指導を強化する。

○　啓発サイトの拡充や若い世代の心情に訴える啓発動
　画の作成により普及啓発を強化し、危険ドラッグの有
　害性等の周知と使用防止を図る。

歳
入

25年度決算額 － 

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

○　新たな検査機器の導入等による知事指定薬物の指定
　の迅速化など、より一層の対策強化につながる取組が
　図れていることから、所要額を計上する。

医薬品医療機器等法、東京都薬物の濫用防止
に関する条例

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　試買等により入手した危険ドラッグについて、成
　分検査や生体影響試験を行い、条例に基づく知事指
　定薬物に指定し、規制を行っている（平成26年10月
　末時点までに54薬物を指定）。

○　流通実態等の把握・分析や警察等の関係機関と連
　携した店舗への立入調査により、販売店舗への指導
　・取締りを実施している。

○　啓発サイトを立ち上げるとともに、若者に人気の
　タレントを起用した啓発動画を作成し、危険ドラッ
　グの有害性等について情報発信している。

○　平成26年度には条例を改正し、警察職員による立
　入調査権限付与や知事指定薬物の緊急指定に関する
　規定を整備するなど、規制・取締りを強化してい
　る。

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　麻薬・覚醒剤と同様の作用を与えるものでありな
　がら法の規制対象でないため、あたかも安全である
　かのように販売されている薬物が社会問題となり、
　都は独自に条例を制定（平成17年４月）し、規制を
　行っている（国においても、19年４月に薬事法（現
  ：医薬品医療機器等法）を改正し、都に続いて指定
　薬物制度による規制を開始）。

○　平成25年度には、東京都薬物乱用対策推進計画を
　改定し、危険ドラッグ対策を薬物乱用対策の重点事
　項として位置付け、「規制」「監視」「啓発」の３
　つの視点から総合的な対策を実施し、危険ドラッグ
　の撲滅を目指している。

○　化学構造の一部を変えて規制を逃れようとする薬物
　が次々と現れており、成分分析等を迅速化し、速やか
　に指定薬物に指定するなど検査体制等の強化が求めら
　れている。

○　取締りから逃れるため、通常の店舗での販売に加
　え、インターネットやデリバリーなど多様化する販売
　形態に対応した監視指導や取締りが求められている。

○　平成26年上半期の危険ドラッグに係る検挙事案の約
　７割が20代、30代となっており、危険ドラッグに対す
　る「合法である」「安全である」などの誤った認識を
　払拭し、有害性、危険性への理解を促す更なる普及啓
　発の強化が求められている。

○　危険ドラッグ問題について、都は、国に先駆けて独
　自に条例を制定し、知事指定薬物の指定による規制や
　関係機関と連携した取締りの強化を実施してきたとこ
　ろである。

○　しかし、危険ドラッグに係る検挙事案は増加してお
　り、より迅速な規制や監視の強化、有害性、危険性の
　理解を促すための啓発の強化など、更なる対策が求め
　られている。

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

124
危険ドラッグ対策 事 業 開 始

（福祉保健局健康安全部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 18 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円54,612 

歳入 27年度予算額 4 

27年度見積額 4 27年度見積額 54,612 千円 歳出 27年度予算額

歳
出

25年度決算額 29,414 千円

26年度予算額 3 26年度予算額 35,713 千円

○　新事業分野開拓者認定制度により認定された中小企
　業・小規模事業者が取り組む商品等については、受注
　機会の確保や有用性を評価する観点から、可能な限
　り、全ての認定商品を購入していく。

歳
入

25年度決算額 4 

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

○　見積額のとおり計上する。

地方自治法施行令第167条の２第１項第４号
東京都契約事務規則第34条の４

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　「新事業分野開拓者」として認定された中小企業
　者が生産・提供する新商品等の一部を、都の機関が
　試験的に購入し、その有用性を評価するとともに、
　見本市等で広く紹介し、普及拡大を図っている。

　・23年度認定商品　    26商品　購入実績　17商品
　・24年度認定商品　　　14商品　購入実績　10商品
　・25年度認定商品　　　18商品　購入実績　11商品

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　平成16年11月の地方自治法施行令改正により、随
　意契約の対象範囲が拡大され、政策目的随意契約が
　新設された。

○　これにより、新規性等一定の要件を満たす新商品
　を生産した中小企業者を「新商品等の生産・提供に
　より新たな事業分野を開拓する者」（新事業分野開
　拓者）として都知事が認定するとともに、都の機関
　が当該商品等の一部を試験的に購入・評価すること
　で販路開拓を支援し、ベンチャー企業等の育成と新
　事業の創出促進を図る。

○　都への納入実績は、中小企業にとって会社の信用力
　や知名度の向上につながり、営業における最大のツー
　ルになるにもかかわらず、現在、認定された商品の一
　部しか購入できていない。

○　認定商品のトライアル購入による有用性評価等を通
　じて、受注拡大を都として支援していく必要がある。

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

133
新事業分野開拓者認定・支援事業 事 業 開 始

（産業労働局商工部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 20 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 473,412 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

386,068 

131,000 

○　局案のとおり予算を計上する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　「10年後の東京」で掲げられた目標の一つである
　「世界で最も環境負荷の少ない都市の実現」に基づ
　き、都道における既設街路灯の水銀ランプを省エネ
　照明へ転換し、街路灯の消費電力量を抑制するとと
　もに、ＣＯ２排出量の削減を図る。

○　平成25年度までに既設街路灯の水銀ランプ約
　73,600灯を省エネ照明に転換することで、消費電力
　量を約４割削減し、ＣＯ２年間排出量を約1.6万ｔ
　（体積換算　東京ドーム約6.6杯分）削減する。

１

○　従来、ＬＥＤランプは、製品単価が高く、ＬＣＣで
　省エネランプに劣っていた。また、指向性が高く既存
　照明に比べて配光範囲が絞られているため、必要な照
　度の確保が課題となっていた。その後、配光技術やＬ
　ＥＤ素子性能が向上するとともに、製品単価も下降傾
　向にあり、ＬＣＣが優位となっている。

○　一方、ＬＥＤランプの標準的な構造は直線ポールで
　あるが、都が管理する既設街路灯は、街路樹との近接
　や歩道幅員確保の観点から、曲線ポールや共架灯が多
　いなど、既設道路における導入には課題が多い。

４

３

２

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

144
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

道路照明のＬＥＤ化
（建設局道路管理部／一般会計）

移管・終了

○　街路灯のＬＥＤ化に関する試験施工を行い、既設道
　路における導入に向けた検討を行う。

○　照明の設置間隔が一定で遮蔽物が少ない等、理想的
　な設置条件を確保しやすいトンネル内照明について
　は、老朽化対策に合わせて、先行的に照明のＬＥＤ化
　を行う。

○　平成20年度から既設街路灯の水銀ランプを省エネ
　ランプ（セラミックメタルハライドランプ等）に交
　換することを開始した。

○　平成25年度には、計画灯数7,600灯を省エネ照明
　に転換し、25年度末までに累計73,600灯の転換を実
　施した。

その他

473,412 

千円

千円

千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 － 

○　「世界で最も環境負荷の少ない都市の実現」のため
　には、都道における街路灯の省エネ照明への転換は必
　要である。

○　また、省エネ照明への転換の実施にあたっては、省
　エネ効果だけではなく、維持管理コストの改善にも留
　意する必要がある。

○　ＬＥＤランプは近年の性能の向上とともにコストも
　下降傾向にあることから、試験施行によるＬＥＤ導入
　に向けた検討や、効果が見込まれる箇所でのＬＥＤ化
　の先行実施は有効である。

６



平成 26 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

　
27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 15,000 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

16,000 

○　局案のとおり予算を計上する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　都では、「２０２０年の東京」において、「再生
　可能エネルギーの利用拡大」という目標を掲げてお
　り、平成26年５月には、再生可能エネルギーの利用
　割合を20％程度まで高めるとの方針も打ち出してい
　る。

○　都有施設での積極的な利用拡大が求められる中
　で、河川管理者として、現在活用されていない河川
　の落差を有効活用し、再生可能エネルギーの導入を
　進める。

○　平常時の光熱水費の節減を図るとともに、非常時
　には、非常用電力としての活用も見込んでいる。

１

○　各河川管理施設の状況に合わせた設置箇所や発電機
　器の検討が必要になる。

○　発電した電力の河川管理施設での使用用途の検討が
　求められる。

○　可能性を判断するうえで、発電による光熱水費の節
　減効果と設置工事費とを比較した費用便益比
　（Ｂ／Ｃ）を検討し、平常時に節減効果がなければな
　らない。

４

３

２

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

150
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

河川における再生可能エネルギーの活用
（建設局河川部／一般会計）

移管・終了

○　導入が可能であるという結論を得た扇橋閘門におい
　て、平成28年度からの当該施設の耐震化工事に合わせ
　て発電設備を設置する。
○　扇橋閘門同様、河川管理施設において使用すること
　ができ、維持管理費の節減等の効果がある施設につい
　ては引き続き再生可能エネルギーの導入の検討を進め
　ていく。

○　再生可能エネルギーの導入が可能と考えられる施
　設において、平成26年度に実現可能性を検討した。

○　河川管理施設での使用用途や費用便益比
　（Ｂ／Ｃ）等を検討した結果、扇橋閘門で河川の落
　差を利用した小水力発電を導入することで、工事費
　を上回る平常時の維持管理費用節減効果が見込める
　ことが明らかになった。以上のことから、扇橋閘門
　では導入可能であるという結論を得た。

○　非常時には、発電した電力を供給することで、非
　常用電力として活用の可能性があるという結果も得
　られた。

その他

15,000 

千円

千円

千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 － 

○　再生可能エネルギー利用拡大のためには都有施設の
  積極的な有効活用が必要である。

○　また、再生可能エネルギーの導入にあたっては、設
　置工事費や発電による節減効果等を比較し、節減効果
　が得られることにも留意する必要がある。

○　扇橋閘門に小水力発電設備を設置することは、平常
　時の光熱水費の節減が図れるとともに、非常時の電力
　としての活用の観点からも有効である。

６

（単位：千円）
区　　分 現状 小水力発電導入後
収　　入

（売　　電）
- 1,216

支　　出
（光熱水費・減価償却等）

2,197 2,856

１ 年 度 あ た り の 収 支 △ 2,197 △ 1,640

１年度あたりの節減効果 557



平成 20 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

￥
根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 56,502 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

36,385 

45,828 

○　理系学生の確保に向けて、ターゲットとする大学を
  絞り込み、必要なＰＲ施策を実施する一方、不用額の
  精査等を実施し、効果的・効率的に事業を実施する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　平成19年当時、団塊世代の大量退職が始まり採用
　予定者数が増加する一方で、若年労働力人口の減少
　等により、都庁志望者の確保が難しい状況となって
　きていた。
　
○　そこで、20年度から、ポスターやパンフレットに
　よる従前からの採用広報だけでなく、早期から都庁
　への関心を高め、採用試験受験に誘導するような総
　合的なＰＲ事業「人材確保戦略」を開始した。

○　本事業による効果的な採用広報活動の展開によっ
　て、都政課題に柔軟かつ機動的に対応できる有為な
　人材を、質・量ともに確保することを目指す。

１

○　平成19年から続く大量退職に加え、オリンピック・
　パラリンピック開催準備等により、職員採用のニーズ
　が高まっている。特に技術職種については、民間企業
  や他団体との人材獲得競争の更なる激化が見込まれ、
　必要な人材の確保が一層困難になることから、新たな
　観点に立ったＰＲ施策を構築しなければならない。

○　経団連指針に基づき、大学卒業予定者の採用選考及
　び採用広報活動が後ろ倒しされることから、企業の採
　用スケジュールや学生の就職活動への影響を十分見極
　めた上で、より効果的なＰＲ戦略を展開する必要があ
　る。

４

３

２

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

159
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

人材確保戦略
（人事委員会事務局任用公平部／一般会計）

移管・終了

○　確保が困難な理系学生を主要なターゲットとして、
　Ｗｅｂ上での説明会実施や就職情報サイトの内容の充
　実により、就職先として都庁を選択してもらえるよ
　う、都庁の魅力を一層強くアピールする。

○　採用試験受験実績の少ない大学等の受験者掘り起こ
　しを目的として、早期からの個別セミナー開催や、様
　々な媒体での広告掲載を実施する。

○　試験実施状況・受験者アンケート結果によるＰＲの
　効果検証や、採用環境の変化要因等を分析した上で、
　必要な見直しを行い、より成果が見込まれる手法を選
　択していく。

○　採用環境の変化に的確に対応し有為な人材を確保
　するため、任命権者と連携しながら、効果的なＰＲ
　に努めてきた。
　
〇　具体的には、民間のノウハウを最大限活用し、就
　職情報の充実・発信やイベントでの学生との直接接
　触により、早期から都庁への関心を高め、受験に繋
　げる連続性あるＰＲを展開している。

○　戦略的に人材確保に取り組み始めた20年度と26年
　度を比較すると、全試験の採用予定者数は約1.7倍
　（741人→1,244人）まで拡大したが、受験者数は約
　2.0倍（5,668人→11,446人）に増加しており、事業
　の効果が現れた。

その他

70,063 

千円

千円

千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 － 

○　オリンピック・パラリンピック開催準備等により技
  術系職員の採用が課題となる中、これまで以上に重点
  的にＰＲを実施していくことが重要と考える。

６



平成 26 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

15,101 

拡大・充実

38,511 131,273 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

55,845 

○　所要の額を計上する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都公立小学校事務共同実施支援事業補助
金交付要綱等

○　現在、公立小中学校においては各学校１名の都費
　事務職員が配置されているが、校内の不明確な役割
　分担や属人的・非効率的な業務執行のため、副校長
　や主幹教諭が調査等の事務仕事に追われ、学校経営
　や教員の育成に力を注ぐことができていない状況で
　ある。
　
○　そこで、小中学校を７校程度でグループ化し、そ
　のうち１校を拠点校として事務職員を集中配置し、
　各校における事務を集中処理する共同実施を行うこ
　とで、これらの課題の解決を目指す。

１

○　事務処理の効率化については、まだ不十分な点もあ
　り、業務フローの改善など効率的な事務処理方法の確
　立に向けた検討が必要である。

○　相互チェックのルールが明確化されていないため、
　これまでの一人職場での状況と同様に自らの事務処理
　のみで完結しているケースもあり、組織的に相互チェ
　ックをする仕組みを構築する必要がある。

４

３

２

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

160
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

公立小中学校事務共同実施支援事業
（教育庁総務部／一般会計）

移管・終了

○　既に導入している学校における事例を周知し、導入
　を検討している地区への支援を行う。

○　都費事務職員、支援員、区市費事務職員等の役割分
　担の最適化を図る。

○　共同事務室における相互チェックの仕組みを明確化
　し、定着させていく。

○　平成25年度の江東区教育委員会及び武蔵村山市教育
　委員会における試行実施の結果を都内区市町村に対し
　てＰＲし、導入校数の増加に取り組む。

○　江東区教育委員会及び武蔵村山市教育委員会の２
　区市において平成25年度に試行を実施し、26年度は
　それぞれ７校程度の１グループで共同実施を行って
　いる。

○　調査の回答や定型的な書類の作成、簡易なデータ
　の入力等を副校長から移管することで、副校長の事
　務負担が軽減し、学校経営や人材育成にシフトでき
　るようになった。

○　給与や手当、旅費等の事務について、拠点校での
　複数の事務職員による相互チェックが可能となり、
　事務処理の正確性が向上した。

○　ベテラン職員の知識や経験の共有の促進、ＯＪＴ
　の機会の増加など、事務職員の人材育成の面で有用
　であると考えられる。

その他

131,153 

千円

千円

千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 38,527 

○　相互チェック体制の不備やＯＪＴ機会の不足といっ
　た一人職場の課題を解消するために、事務の共同実施
　を行うことは妥当である。

○　今後導入地区をより拡大していくことが必要であ
　る。

６



平成 21 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

170
経営活性化支援事業 事 業 開 始

（中央卸売市場事業部／中央卸売市場会計） 事 業 終 了 予 定

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　卸売市場は、生鮮食料品等を安定的に都民に供給
　する役割を担っている。しかし、近年の社会状況の
　変化に伴い、市場業者の経営が逼迫するとともに、
　市場の活力も減少しつつある。

○　今後の社会変化に対応した市場流通を確保するた
　めには、仲卸業者を中心とした市場業者の独自の取
　組意欲を喚起し、市場業者の活性化を図ることが急
　務となっている。

○　本事業は、仲卸業者等の行う自主的な取組を総合
　的に支援し、生鮮食料品流通に必要不可欠である市
　場の活性化を図ることを目的とする。

○　これまでの取組を通じて市場の活性化の実績は認め
　られるものの、中央卸売市場全体として、各市場及び
　市場業者が十分に活性化された状況とは言えない。

○　よって、これまで以上にＰＲ・普及活動等を積極的
　に行うことで、市場業者の事業実施に向けた働きかけ
　をしていく必要がある。

○　事業開始の平成21年度以降、各市場業者の積極的な
　取組を支援してきており、事業の実施件数も着実に増
　加してきている。

○　しかし、中央卸売市場全体として、十分に活性化さ
　れた状況ではなく、引き続き、ＰＲ・普及活動等を行
　い、事業実施に向けた積極的な働きかけを行う必要が
　ある。

経営活性化支援事業補助金交付要綱

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　市場業者が取組む以下の事業に対し補助を行う。
　①顧客拡大、顧客サービスの強化に資する事業
　②品質管理の強化や品質保証に資する事業
　③経営の効率化に資する事業
　④新たな流通経路の構築に資する事業
　⑤その他仲卸業者の経営活性化に資する事業
○　都職員で構成される事業評価委員会(以下「委員
　会」という。)において、事業者の企画審査や選定
　をを行う。また、事業者は、委員会へ事業の進捗状
　況を報告する。
○　事業の実施状況：H21年度：３件、H22・23年度
　：９件、H24年度：10件、H25年度：13件、H26年度
　：16件（予定））
○　平成22年度からは、委員会が優良と認めた事業者
　に対して、表彰や公表、研修会での講演を依頼し、
　ＰＲを行うとともに、先駆的な取組の普及を行う。
○　平成25年度の実績として、２件の事業を優良事業
　として認定した。(H22年度：２件、H23年度：２件、
　H24年度：２件)

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

○　中央卸売市場全体として、各市場及び市場業者の活
　性化を図る必要があることから、見積額のとおり計上
　する。

26年度予算額 － 26年度予算額 8,134 千円

○　本事業においてこれまで市場業者が実施した取組に
　よる成果が、ＰＲ・普及活動等を通じて各市場へ波及
　し、今後、多くの市場業者が活性化に向けた独自の取
　組を積極的に行っていくことが期待される。

○　そのため、次年度以降もこれまでと同規模の予算額
　で本事業を実施し、事業の拡大・充実を図るととも
　に、市場及び市場業者の更なる活性化を目指す。

○　なお、今後、積極的に活性化事業に取り組む市場業
　者が増加した場合、予算面において拡大・充実を図る
　ことにより、より一層の活性化を推進していく。

歳
入

25年度決算額 － 

歳出 27年度予算額

歳
出

25年度決算額 4,467 千円

8,136 

歳入 27年度予算額 － 

27年度見積額 － 27年度見積額 8,136 千円



平成 17 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

172
駅案内係（コンシェルジュ）の配置の拡大 事 業 開 始

（交通局電車部／高速電車事業会計） 事 業 終 了 予 定

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　東京の鉄道網は複数の事業者が存在するなど海外
　諸都市では例がないほど複雑であり、今後、訪日外
　国人の増加により、利用者への案内を充実させるこ
　とが不可欠である。

○　訪日外国人でも安心して都営地下鉄が利用できる
　よう、平成17年度から英語対応が可能な駅案内係
　（コンシェルジュ）を主要駅に配置し、運賃、経
　路、乗換等の地下鉄に関する案内と駅周辺案内等を
　行っている。

○　2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に
　向け、今後さらなる外国人利用者の増加も見込まれる
　中、コンシェルジュの配置の拡大や、観光客等のニー
　ズに合ったサービスの充実が必要である。

○　複雑な鉄道網を有し、また多くの外国人が訪れる東
　京において、英語対応可能なコンシェルジュを配置す
　ることは、利用者の利便性向上に資するものである。

○　特に、今後さらなる外国人利用者の増加が見込まれ
　る中においては、本事業を実施していく必要性は高い
　と認められる。

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　外国人利用者の増加に合わせ、コンシェルジュの
　配置を順次拡大し、地下鉄に不慣れな方への案内サ
　ービスの充実に取り組んでいる。

○　配置駅の拡大に加え、平成25年度は３駅において
　コンシェルジュの案内業務にタブレット端末を導入
　し、きめ細やかな案内サービスの充実を図った。

○　平成26年度は、コンシェルジュの配置駅を４駅拡
　大するとともに、タブレット端末を全てのコンシェ
　ルジュに導入する取組を実施している。

その他

○　局案のとおり対応する。

歳
入

25年度決算額

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

－ 

○　外国人利用者が増加している駅を中心にコンシェル
　ジュの配置の拡大を進めていく。

○　コンシェルジュや旅行代理店へのアンケートの実施
　や、留学生等による外国人モニターの意見を踏まえ、
　観光客等の実態に合ったニーズを的確に把握し、より
　一層のサービスの向上に取り組んでいく。

【配置規模】
・25年度（実績）　14駅配置
・26年度（見込）　18駅配置
・27年度（計画）　20駅配置

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

27年度見積額 － 27年度見積額 120,651 千円

歳
出

25年度決算額 54,183 千円

26年度予算額 － 26年度予算額 101,780 千円

120,651 

歳入 27年度予算額 － 

歳出 27年度予算額



平成 18 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 439,575 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

334,010 

382,920 

○　アンケート結果等を踏まえた改善が図られており、
　局案のとおり対応する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　都は、安全でおいしい水をお届けするため、高度
　浄水処理の導入などに取り組むとともに、水道に対
　する理解を深める目的で様々な広報活動を行ってい
　る。

○　その中で、子供達に東京の水道の取組や、水道水
　のおいしさなどに関する理解を深めてもらうことを
　目的に、平成18年度より、希望する小学校を訪問し
　演劇・映像・実験などを交えて分かりやすく説明す
　る水道キャラバンを実施している。

○　また、平成25年度から、新たに子育て世代等を対
  象として、児童館、地域イベント等においても水道
　キャラバンを実施している。

１

○　今後も、アンケート結果や教員、児童館スタッフ等
　からの意見・要望を踏まえ、実施内容等を更に改善し
　ていく必要がある。

４

３

２

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

173
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

水道キャラバンの実施
（水道局サービス推進部／水道事業会計）

移管・終了

○　高い効果が期待でき、実施申込校数も順調に増加し
　ていることから、継続的に実施していく。
○　児童館等で実施を始めた水道キャラバンについて
　は、引き続き計画を上回る実施に向けた働きかけを行
　う。
○　本施策の実施にあたっては、アンケート結果や教員
　児童館スタッフ等からの意見や要望を踏まえ、より魅
　力ある施策となるよう適宜見直しを行っていく。
【実施規模】
 〔学校〕
・26年度（見込み）1,255校　・27年度（計画）1,200校
 〔地域〕
・26年度（見込み）186回　　・27年度（計画）150回

○　平成26年度は、計画を上回る1,255校の小学校か
　ら申込があった。

○　実施後のアンケートでは、多くの教員から「昨年
　より充実した内容で、大変良かった。」との回答を
　得ている。
　　また、児童からは「水道水の大切さがよくわかっ
　た。」「水道水が飲めることは、すごいことだと知
　った。」との感想文が寄せられた。

○　児童館等で実施を始めた水道キャラバンについて
　は、区市町の児童館所管部署等を通じて実施を働き
　かけたところ、目標の100回を大きく上回る186回の
　申込みがあった。

○　平成25年度の参加者や児童館からの要望を受け、
　26年度から、子供に興味を持って参画してもらえる
　よう、親子で楽しめる親子体操を導入するなどメニ
　ューの改善を図った。

その他

439,575 

千円

千円

千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 － 

○　安定した水道サービスを提供していく上で、水のお
　いしさや安全性について、都民の理解を深めることは
　重要である。

○　また、対象として、次世代を担う子ども達を中心に
　実施する本事業は効果的であり、引き続きこれまでの
　実績を踏まえた着実な実施が求められている。

６



昭和 48 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

176
合流式下水道の改善 事 業 開 始

（下水道局計画調整部／下水道事業会計） 事 業 終 了 予 定

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　区部の下水道では、衛生環境の改善と浸水被害へ
　の対応の両方を早期に進める必要があったため、約
　８割の区域で汚水と雨水を一本の下水道管に収容す
　る合流式下水道を採用している。
○　合流式下水道では、大雨の際に、ごみや汚れた下
　水の一部が河川や海などに放流され、水質悪化の要
　因の一つになっている。
○　そのため、雨天時に合流式下水道から河川や海な
　どに放流される汚濁負荷量を削減する対策を進め、
　良好な水環境を創出する。
○　将来は、放流される汚濁負荷量を、汚水と雨水を
　別々の下水道管で集める分流式下水道と同程度まで
　に削減することを目標としている。

○　2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に
　向け、その舞台となる東京湾の水質改善がより一層求
　められている。

○　平成36年度から強化される下水道法施行令の雨天時
　放流水質の基準への対応を図るため、対策をスピード
　アップする必要がある。

○　雨水吐口における貯留施設の整備等では、用地の確
　保が課題であり、整備の推進には地元区や関係機関の
　協力が不可欠である。

○　東京湾に流入する汚濁負荷は他県由来のものもある
　ことから、東京湾の水質改善は国が中心となった広域
　的な視点からの対策の推進が必要である。

○　東京湾の水質改善に向け、今後も着実に対策を進め
  ていく必要がある。

○　対策を推進するためには、効率的な整備や国費の確
  保が重要である。

下水道法、環境確保条例

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　雨天時の下水をより多く水再生センターに送水す
　る新たな幹線の整備を概ね完了した。

○　都が民間企業と開発した水面制御装置の設置等に
　よる白色固形物（オイルボール）やごみなどの流出
　抑制対策を概ね完了した。

○　降雨初期の特に汚れた下水を貯留する施設（貯留
　施設）の整備を進め、平成25年度までに累計103万
　㎥の整備を完了した。

○　目黒区大橋地区などで再開発事業にあわせた部分
　分流化を実施した。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

○　合流式下水道の改善に向け、局案のとおり対応す
  る。

26年度予算額 － 26年度予算額 4,929,000 千円

○　オリンピック・パラリンピック前の平成31年度まで
  に、区部の合流式で整備された水再生センター11か所
　の全てに高速ろ過を導入するとともに、降雨初期の特
　に汚れた下水を貯留する施設を累計140万㎥整備する。

○　強化される下水道法施行令の基準に対応するため、
　平成35年度までに貯留施設を累計170万㎥整備する。

○　流れの少ない河川区間など14水域において、地元区
　等との連携を一層強化し、貯留施設の整備や水質への
　影響が少ない地点へ放流先を変更する対策を平成41年
　度までに重点的に実施する。このうち、平成27年度に
　は、皇居内濠への下水の流入防止対策を完了させる。

歳
入

25年度決算額 － 

歳出 27年度予算額

歳
出

25年度決算額 14,805,000 千円

6,955,000 

歳入 27年度予算額 － 

27年度見積額 － 27年度見積額 6,955,000 千円



平成 20 年度

平成 28 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

179
航空機用の新素材開発・利用に関する共同研究 事 業 開 始

（政策企画局外務部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　アジア人材育成基金の創設とともに、研究及び首
  都大学東京の博士後期課程への留学生の受入れを開
  始した。

○　航空機用新素材の開発・利用に関する基礎研究及
  び次世代航空技術への実証研究を通して、今後成長
  が見込まれる産業分野において、アジアの次代を担
  う高度人材を輩出することにより、アジアにおける
  技術力の向上に貢献することを目的とする。

○　中小型ジェット旅客機などの次世代航空機に活用
  可能な新技術の研究・開発及びそれから派生する技
  術と、アジアの研究者間の人的ネットワークの構築
  も図っていく。

○　受け入れた留学生に対する人材育成と高度研究を両
  立させつつ、留学生が卒業後に、研究の成果を活かせ
  る就職先に進んでもらえるかが課題である。

○　航空機複合材主翼構造に適用可能な先進技術の確立
  とそこから派生する技術の実用化に向け、高度研究の
  最終年度に向けて成果が求められる。

○　研究成果の次世代航空機への活用の道を開くため、
  研究成果を広く航空機関連企業や研究機関等に発信し
  ていく必要がある。

○　アジアにおける高度人材の育成と技術力の向上のた
　めに、関係機関と連携して引き続き高度研究を進めて
　いくことが必要である。

○  その上で、外部評価委員会の評価に基づき、適切に
　研究を行っていくことは妥当と考える。

東京都アジア人材育成基金条例

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　アジアの大学や研究機関などから優秀な人材を選
  抜し、平成25年度までに14名の留学生を受け入れ、
  26年10月現在、４名が博士学位を取得している。

○　層間強化複合材構造の研究は、多くの所で行われ
  ているが、縫合型層間強化複合材の基礎的特性を実
  験及び解析の両面から把握し応用を目指す研究を数
  年前から行っているのは首都大のみであり、独自の
  複合材の解析プログラムの構築など、成果が出てい
  る。なお、この研究は、宇宙航空研究開発機構
 （ＪＡＸＡ）と共同で実施している。
○　航空分野の研究者からなる外部評価委員会におい
  て、人材育成の面でも、研究成果の面でも、良好な
  評価を得ており、最終成果への期待が寄せられてい
  る。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

○　見積額のとおり計上する。

26年度予算額 267,627 26年度予算額 267,627 千円

○　受け入れた留学生による国内外の学会での発表や専
  門誌への論文投稿などを支援し、研究の成果を活かせ
  る進路選択に向けて大学側に働きかけていく。また、
  アジアの研究者間の人的ネットワーク構築を図る。
○　将来の航空機開発に向けた高度技術の実用化に向
  け、複合材による実大の主翼構造を完成させるととも
  に、企業や他の研究機関との連携を通じて、強度・剛
  性試験を実施することによりプロジェクトの成果を実
  証していく。
○　実大規模における衝撃位置診断システムに関する研
  究成果を、東京国際航空宇宙産業展などの展示会への
  出展を通じて、広く業界関係者に発信・ＰＲしてい
  く。

歳
入

25年度決算額 264,510 

歳出 27年度予算額

歳
出

25年度決算額 264,510 千円

283,003 

歳入 27年度予算額 － 

27年度見積額 － 27年度見積額 283,003 千円

年　度 H20～H22 H23 H24 H25 H26.10 累計

留学生受入人数 4 2 4 4 -  14 

博士学位取得人数 -  1 1 1 1 4 



昭和 49 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

27年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

3,106 

14,314 

拡大・充実

11,500 11,500 27年度予算額

歳
入

歳
出

25年度決算額

26年度予算額

27年度見積額

3,106 

14,314 

○　迅速な明渡指導のために必要な経費であることか
　ら、見積額のとおり計上する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

公営住宅法、東京都営住宅条例等

○　昭和34年の公営住宅法（以下「法」という。）改
　正により、収入超過者の明渡努力義務に関する規定
　が設けられたが、あくまで努力義務が課されている
　にとどまっていたこともあり、収入超過者の中には
　一般の勤労者の所得水準からみて高額と認められる
　所得を有する者が相当数いる現状であった。このた
　め、44年６月に法改正が行われ、高額所得者に対す
　る明渡請求が制度化された。都においても、49年10
　月に条例改正を行い、高額所得者明渡制度について
　明記された。

○　高額所得者の明渡しを促進し、真に住宅に困窮す
　る都民に対し、的確に都営住宅を提供する。

１

○　公営住宅法施行令の一部改正が、平成21年４月に施
　行されたことにより、高額所得者の明渡基準となる認
　定所得月額が、39万７千円から31万３千円に引き下げ
　られたが、従前より居住している入居者に対しては、
　25年度まで経過措置が設けられていた。

○　しかし、経過措置期間終了に伴い、26年度からは、
　高額所得者が大幅に増加している。

４

３

２

事業評価票事業評価票事業評価票事業評価票

188
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

高額所得者対策
（都市整備局都営住宅経営部／都営住宅等事業会計）

移管・終了

○　経過措置期間終了に伴う高額所得者の大幅な増加に
　対し、平成26年度に引き続き、住宅明渡指導等の規模
  を拡大し、適切かつ迅速に明渡しを促す。

○　これにより、引き続き、真に住宅に困窮する都民に
　対し、的確に都営住宅を提供するという目的を果たし
　ていく。

○　高額所得者に認定された者に対して、説明会への
　呼出し、公的住宅（公社一般賃貸住宅等）あっせん
　等の指導を行っても、なお明渡しに向けた具体的な
　計画がなく、これに応じない者に対し、明渡請求を
　行う。明渡請求を行うにあたっては、あらかじめ学
　識経験者５名で構成する「東京都都営住宅高額所得
　者審査会」（以下「審査会」という。）の意見を聞
　くが、この審査会において明渡し「可」の答申を受
　けた者に対して、明渡期限（６か月後）を定めた上
　で、明渡請求を行ってきた。

○　上記の取組もあり、高額所得者は年々減少傾向に
　あった。
　【過去５年間の高額所得者数】
　　平成21年度　379名
　　平成22年度　336名
　　平成23年度　215名
　　平成24年度　127名
　　平成25年度　133名

その他

11,500 

千円

千円

千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 27年度予算額 11,500 

○　高額所得者への明渡指導は、真に住宅に困窮する都
　民へ都営住宅を供給するために必須の取組であり、高
　額所得者の人数も年々減少していることから、効果的
　な取組が図れている。

○　経過措置期間の終了による高額所得者の増加に対応
　するため、必要な予算を措置し、対象者へ迅速な明渡
　指導を実施していく必要がある。

６
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